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     午前１０時００分  開議 

○議長（三浦清人君） おはようございます。定例会２日目であります。本日もよろしくお願い

いたします。 

  ただいまの出席議員数は15人であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。 

  欠席議員、13番山内孝樹君となっております。 

  なお、傍聴の申し出があり、これを許可しております。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

                                            

     日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（三浦清人君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により議長において７番及川幸子君、８番村岡

賢一君を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

                                            

     日程第２ 一般質問 

○議長（三浦清人君） 日程第２、昨日に引き続き一般質問を行います。 

  通告３番、今野雄紀君。質問件名、１協働のまちづくりについて、２学校菜園で食育教育を、

３町長の町政運営について、以上３件について一問一答方式による今野雄紀君の登壇発言を

許します。９番今野雄紀君。 

     〔９番 今野雄紀君 登壇〕 

○９番（今野雄紀君） おはようございます。９番今野雄紀は、先月27日に通告し、本日新しい

議長の許可を得ましたので、３件の一般質問、壇上より１件目を質問させていただきます。 

  けさの新聞、育英高校のニュースを知りました。野球部、剣道部の一緒に練習してきた仲間

部員に心を痛めながら。 

  クールビズもあけ、いつもはドットや犬柄のネクタイなのですが、今回は野球に造形の深い

町長へストライクの質問をと思い、臭いところを狙ってストライプで臨みました。前置きが

長いと議長の指導がありそうなので、質問に入らせていただきます。 

  質問事項、協働のまちづくりについて。要旨といたしましては、現在の状況と今後の取り組

みについて。もう１件、ボランティアゴミ袋事業の導入の考えはということで質問をさせて

いただきます。 
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○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） それでは、今野雄紀議員のご質問、協働のまちづくりについてお答えを

させていただきたいと思います。 

  まず、１点目でありますが、現在の状況と今後の取り組みということについてでありますが、

南三陸町の第２次総合計画では、大きな政策の１つに安全・安心・協働を掲げており、防

災・減災対策の推進、消防・救急体制の充実、交通安全対策の推進、防犯対策の強化、コミ

ュニティー再構築の推進の５つの主要施策を展開しております。 

  その１つ、コミュニティー再構築の推進について申し上げますと、新しいコミュニティー形

成が進む現在、町ではコミュニティー活動の拠点となる集会所施設やその備品整備等、ハー

ド面の整備支援を中心に、住民有志等が主体的に行う事業及び活動への助成を実施をいたし

ております。多様化する住民ニーズに公共サービスの提供は今や行政だけで対応することは

困難となり、それを補う機能として地域コミュニティーは不可欠なものであり、地域社会が

持続していくためには住民相互が助け合う社会の構築が必須となっております。 

  これらの状況を受けまして、今後は行政の各分野をまたいだ横断的な仕組みにより地域コミ

ュニティー活動の支援に取り組んでいくとともに、住民お一人お一人が主体となって自立や

地域課題の解決に向けて住民自治を促進していくという機運を醸成し、既存組織の機能充実

や新たな組織の立ち上げなど、地域それぞれが異なるコミュニティー機能の成熟段階に応じ

て住民相互が助け合う社会の実現を目指してまいりたいと考えております。 

  次に、ご質問の２点目、ボランティアゴミ袋事業の導入の考えについてでありますが、全国

の自治体の中には、家庭ごみの手数料有料化を導入している市町村があり、ボランティアゴ

ミ袋の多くはこの有料化に伴い製作され、公共の場所などでの清掃活動の際に無料で利用す

る用途で有料のごみ袋と区別するため用意をされたものであります。 

  当町においては、ボランティアゴミ袋なるものはありませんが、過去にリアスクリーン作戦

の際に専用のごみ袋を製作した経緯があります。議員もご承知のとおり、このリアスクリー

ン作戦は、震災以前は毎年７月に全町を対象として実施をしておりました行政区単位の清掃

活動であり、まさに協働のまちづくりに資する事業でありました。現在は、各行政区や町内

事業所が自主的な環境美化運動としての清掃活動を継続実施しており、町といたしましても

ごみ袋の無償配付などの支援を行っているところであります。 

  住民などが主体的に行っている清掃活動の実施状況としては、平成28年度の地区清掃活動が

93回、事業所等の団体の清掃活動が４回実施されており、そのほかにも海岸清掃等の活動な
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ども行われ、クリーンセンターに搬入された清掃活動によるごみの総量は15トンを超えてい

る状況にあります。このように、各行政区では区長あるいは衛生組合長等を中心に自発的な

活動が震災以降も継続されておりますことから、ボランティアゴミ袋の活用につきましては、

これらの協働のまちづくりの実践の中で、または今後の行政区再編に伴う地域活動への動機

づけとして、さらには地域の環境美化推進の観点から、検討させていただきたいというふう

に思っております。 

○議長（三浦清人君） ９番今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 今、町長の答弁ありましたが、ちょっと早口だったせいでメモし忘れた

ところもありますので、質問させていただきます。 

  それで、町長答弁で、協働のまちづくりのコミュニティーの再構築、そして現在はいろいろ

なそういったところのハード面を準備しているということですが、そこで伺いたいのは、横

断的取り組みということで答弁ありましたので、現在このコミュニティーの構築する上で、

区長制度をあれしていますけれども、新たなコミュニティーの構築には自治会等のあれも検

討できると思うんですが、その点に関してはどのように思いますか、お聞きしたいと思いま

す。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） ある意味、行政区長さんの役割というのは、基本的には自治会というそ

ういった大くくりの中でのそういった代表という形なので、地域のお世話役と、それから町

とそれから地域とのパイプ役ということで担っていただいておりますので、区長制度につき

ましては今後とも継続をしていくというふうに考えてございます。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） そういった今後検討するということでわかりましたけれども、協働のま

ちづくりで、例えばよその事例、簡単なんですけれども、近隣では、特に石巻のモデル地区

みたいなんですけれども、山下地区あたりでは、山下地区協働のまちづくり協議会、そうい

ったものを立ち上げていろいろ活動しているみたいなんですけれども、町長にとってはこの

資料にもあるんですけれども、以前まちづくり協議会等がありましたが、こういった形を継

続的に発展させていく考えはあるのかどうか、伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 今の山下地区の件については、まさしく地域でそれぞれの皆さん方が自

治というそういった強い思いを持ちながら組織をして、自治会活動を展開しているというふ
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うに思いますし、そういった住民の皆さん方が自主的にそういう組織を立ち上げるというこ

とは非常に私も喜ばしいことだと思いますので、町内でそういった組織が立ち上がるという

ことがあれば、町としても十二分にバックアップをしていきたいというふうに思います。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） そういった機運が高まったときにはよろしくお願いしたいというわけじ

ゃないんですけれども、そこで最初のほうにちょっと戻るんですけれども、もともとこの協

働という意味をちょっとどのように捉えているのか。行政と例えばなんですけれども、いろ

いろな私も言葉尻を調べてみましたら、活動団体や企業、行政がそれぞれの価値や能力を理

解、尊重した上で、それぞれの特性を生かし、お互いが対等のパートナーとして連携・協力

し、よりよい地域社会の実現に取り組む関係を協働というようです。 

  これは単独で行ってきた以上の事業の効果が期待されるということで、先ほどまちづくり協

議会等のあれを検討はいかがということを言ったんですけれども、そこでもう１点、気仙沼

あたりですと、協働ということの捉え方を５つに区分しているみたいで、これ、図か何か国

会みたいに示せれば一言で説明できるんですけれども、一番真ん中に、市民と行政がそれぞ

れ主体性を持ち協力するのが協働の一番真ん中で、その市民寄りのほうは、市民が行政の協

力により主体的に行う活動、もっと市民の領域に近づきますと、市民が主体性と責任を持っ

て独自に行う。主体性と責任ということが重要視されているようです。反対に、行政の領域

に近づいた場合は、行政が市民の協力の参加を得ながら主体的にしていく。もっと行政寄り

ですと、行政が主体性と責任を持って独自に行う領域、そういった事業を協働と捉えている

みたいですけれども、町長は、今のちょっと説明でわかりづらかったかもしれませんけれど

も、これからのこの協働のまちづくりはどういったスタンスで、住民主体寄りなのか、行政

主体寄りなのか、それとも中立的に両方で協力していくと、そういうスタンス、３とおりあ

ると思うんですけれども、どのような形で今後コミュニティーの再構築をする上で進めてい

くのか、突然のあれなんですけれども、答えていただければと思います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 突然ですが、あそこの出席議員数、15。（「15。15ですよ」の声あり）

16なんです。（「時間とめているんじゃないの」の声あり）いや、今一瞬こう見て。ああ、

はいはい。余計なことで時間をつぶして。 

  その基本的には横一線といいますか。（「議長、16になっている」「16になっているよとい

うの」の声あり）向こうが16になっているということですか。はい。ということで。（「も
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う一度」の声あり）いえいえ、まだしゃべっていないから。（「ああ、そうですか」の声あ

り） 

  基本的には、行政のやれる分野と、それから住民の皆さんがやれる分野、それぞれあると思

いますし、それからお互いに支え合わないとできない部分というのがあると思います。です

から、その辺の役割分担をしっかりするということがまず大事なことかなというふうに思い

ますし、かといって、では行政が全て住民の皆さんに丸投げするということも当然ございま

せんし、そこはお互いの立場を尊重し合いながらという、そういった形の中で住民自治とい

うものを、あるいはこの協働というものを立ち上げていくといいますか、醸成していくとい

うことが非常に肝要なことではないかなというふうに思っております。 

  いずれ、基本的にはどちらが上ということではなくて、横一線といいますか、そして横並び

の中でお互いに補完し合うということが一番大事なことだろうというふうに思います。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） マイクを押して発言なんですか。入っていますか。（「まだまだ」の声

あり）では、途中からいきますか。では、ちょっと進ませて……。 

○議長（三浦清人君） 暫時休憩いたします。 

     午前１０時１７分  休憩 

                                            

     午前１０時１８分  開議 

○議長（三浦清人君） 再開いたします。 

  今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） それでは、町長先ほど答弁あったんですけれども、これ、何かに例えて

質問させていただくと、私、以前にも入谷地区等での町民運動会の件を聞いた経緯があるん

ですけれども、例えば町民運動会等をとると、どのようなスタンスなのか、伺いたいと思い

ます。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 突然に突拍子もないご質問でございまして、何と答えればと思うんです

が、基本的に町民運動会、今例に出しましたけれども、町民運動会というのは基本的には住

民の皆さん方が自分たちで地域の皆さん方と交流を深める場としてそれを立ち上げてやって

いくということが一番基本的な考え方なんだろうというふうに思います。そこをあとは当然

行政の、住民の皆さん方でできない部分がございますので、そこは当然のごとく行政として
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バックアップをしていくと、そういうふうな関係かなと思います。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 以前の答弁ですと、しっかりそれは地域のほうだという答弁があった記

憶があったんですけれども、今回の町長の答弁ですと、幾らかこの協働のまちづくりを前向

きに取り組むというそういうようなことが少し受けとめられる答弁でしたので、一応確認さ

せていただきます。 

  それで、次に伺いたいのは、こういった協働のまちづくりにおいてなんですけれども、また

ちょっと前の前に戻りますけれども、やはり行政区から自治会にすることによって、例えば

いろいろな問題、昨今中央区でも問題あるみたいですけれども、そういったいろいろな安

心・安全に対する、それとも暮らしやすくするためのこのまちづくりにとっては、やはり将

来的にというか、段階的に自治会等を目指していく必要があるんじゃないかと思いますけれ

ども、１件目に関してはこんなところをもう一度伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 今お話のように、新しくコミュニティー組織ができてくるということに

なりますと、これまで一緒に生活をした方々だけではなくて、さまざまな地域にお住まいの

方々が１カ所に集まってくるということになりますから、当然のごとくそこには今までの考

え方の違い、あるいは地域をどうやって支えてきたかというそういう流れの中での違いとい

うのは当然出てくるというふうに思います。そういった中で、それを一つにまとめるという

のは、大変な難しい作業があるというふうに思いますが、ここはやはり我々行政としてもそ

の辺の地域の皆さん方がお話しになったように安全・安心に、そして不安なくこの地域で過

ごすということのためのお手伝いというのは、当然のごとく我々もしていかなければいけな

い。そういうふうに認識をしております。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） そこで、近隣というか、ことし４月の河北さんのオンラインニュースだ

ったんですけれども、そこで市民協働のまちづくりへの新自治会制度導入というそういう記

事がありました。その中には、東松島市で110の行政区を廃止して約70の自治会に再編、そう

いうニュースがありましたので、近隣でそういう動きもあるもので、町長先ほど言ったよう

な形で今後検討なさるのでしたら、近隣のこういった事例も今後何らかの折に参考にしてい

ただければ、よりよいこのコミュニティーの再編に対する取り組みもよりよいものになるん

じゃないかと思いますけれども、その件に関して簡単でよろしいですので、最後、町長に聞
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きたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 新しい組織づくりといいますか、地域づくりをしていかなければいけな

いということですので、先進といいますか、さまざまな自治体の取り組みがあろうかと思い

ますので、今、一つ東松島のお話になりましたが、そういったことも含めまして、町として

どういう方向が最良なのかということについては十二分に検討してまいりたいというふうに

思います。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） では、小さい２番目、ごみ袋に関して伺いたいと思います。 

  先ほど町長答弁ありましたように、有料化と差別してボランティアゴミ袋があるということ

ですが、以前ですと、町長答弁あったように、７月のお祭りの一番近い週でしたっけ。その

ときに、全町的に挙げて環境美化というか、掃除というか、していたというそういう経緯は

わかりましたけれども、そこで伺いたいのは、現在でも15トンのごみが集まっているという

ことなのですけれども、僕らは環境というか、道路沿い等の散乱ごみというか、そういった

やつが結構、私の住む近くでだけかもしれませんけれども、結構多いものですから、そうい

った面に関しても対処する必要があると思います。 

  そこで、今回の選挙期間なんですけれども、私もポケモンＧＯみたいに、バイクでポスター

張りをしていたんですけれども、そうすると歌津地区を回ると、何かわからないですけれど

も、ごみが余りというか、ほとんど落ちていない。特に、浜通りというか、石浜地区その他、

あの辺はもう完璧に草とかきれいなんですけれども、そういったところで歌津地区等では何

かの取り組みをしているのかどうか、伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 震災前からでございますけれども、合併前、ポイ捨て禁止条例、歌

津町では設けてございましたので、それをＰＲしようという点が多分じわりじわりと浸透し

ているんだろうと思います。 

  それから、道路のごみにつきましては、８月に道路愛護月間ということになってございまし

て、震災後、一昨年度から区長会議におきまして、各地区の皆様にできる範囲で構わないの

で８月上旬を目途に取り組んでいただきたいというお願いをさせていただいているところで

ございます。当初、まだまだ取り組みが鈍いのかなと思っておりましたが、初年度で８割以

上の地区の方で取り組みをいただいていますし、本年度はそれ以上の効果が上がったものと
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いうように考えてございます。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） そういったポイ捨て条例のような形で、現在のこのきれいというか、歌

津地区があるということはわかりました。 

  そこで、町長、この志津川地区のほうでは、そういった条例に準じたものはその後できたの

か、あったのか、継続になったのか、そこのところを伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 環境対策課長。 

○環境対策課長（佐藤和則君） おはようございます。ポイ捨て関係の条例ということでお答え

させていただきます。 

  これは合併前の旧町時代から、旧歌津、志津川両町でポイ捨て禁止及び環境美化を推進する

条例というのが存在しておりまして、合併にあわせて南三陸町のポイ捨て禁止条例として17

年に設定をされているものでございます。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） じゃ、当町にも、現在でもそういった条例はあるということでよろしい

わけですね。 

  それでは、そこで伺いたいんですけれども、国道沿いなんですけれども、特に工事の車両の

方たちが結構捨てていくみたいなんですが、そこで確認をお願いしたいんですけれども、こ

の元請であるＵＲさんあたりに下請、再々下請の方たちに、そういったごみを捨てないよう

にという指導みたいなものはできるのかどうか、伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 現在、工事の施工に当たりましては、当然環境に留意して工事を進

めるという大前提がございます。当然そこは町の方針として、道路上にごみを捨てることは

まかりならんという条例がございますので、そこを遵守してもらうという指導は可能と考え

てございます。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 町のあれなので、町民だけではなくて、この町に来た人たちにもそれは

当てはまるのかどうか、そこのところだけ。条例ですから、来た場合は当てはまるか、もう

一度確認させていただきたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 実は、合併前、国道の案内看板がございますけれども、そこの一部
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を借用して、当町ではポイ捨ては禁止をされていますという表示をさせていただいて、啓蒙

に努めさせていただいた経緯がございます。同じように、町民でなくても当然町の区域内に

入れば、同じ条例が適用されるものというように考えてございます。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 私も近場のパーキングのごみ拾いを以前していたんですけれども、それ

は三陸道インター開通する前で、すごい交通量のときでした。毎日というか、拾ってきれい

にすると、捨てるというか。それで、あるとき、１週間とか２週間ぐらいそのままにしてい

たら、ある程度捨てられていると、それ以上は捨てられないという変な法則ですが、そうい

ったものを私発見しまして、それ以来拾わないようにしたら、何とかある程度の捨てられて

いる分で、それ以上は進まないというそういう不思議な法則を発見して、そういった経緯が

あったものですけれども、それはさておきまして、そういった今後町で観光その他で力を入

れていくというのでしたら、やはりボランティアゴミ袋制度を導入して、一般の地区に住む

ところじゃなくて、公園や道路などに対しても活動が必要だと思うんですけれども、その点

に関して町長はどのように思うか。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 先ほども申しましたように、ボランティアのゴミ袋について、これは検

討させていただきたいと思いますが、前提としてお話をさせていただきますが、先ほどもち

ょっと触れさせていただきましたが、県内でも多くの自治体がごみ袋の有料化ということに

取り組んでございます。したがいまして、町もその辺の有料化という方向で検討しておりま

すので、いずれごみ袋の有料化ということは避けられないだろうというふうに認識をしてご

ざいます。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 私もその答弁に対して、ちょっと疑問というか、私もいろいろ調べたら、

有料化に対して支給する袋とあったんですけれども、現在でもごみ袋を買って出しているの

で、それは有料化に当たるんじゃないかと思うんですけれども、町長の言っている有料化は、

例えば50キロ幾らであれするというそういう有料化なのか、そこのところを私理解しがたい

ので、もう少しその区分を伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 環境対策課長。 

○環境対策課長（佐藤和則君） それでは、私のほうからお答えさせていただきます。 

  現在のごみ袋も、45リットル入れ10枚で商店では127円ほどで購入していただいて、ごみ処
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理に使っていただいているわけですけれども、これらは製造経費等が主なものということで、

他自治体の場合ですと、要するに定量制というか、１袋に対して手数料をそのごみ袋に対し

て賦課するという方式をとっておりまして、例えば１枚30円とか、40円とか、50円とかとい

うような形で、そうすると商店では10枚で500円とか、400円とかというような形になってい

るというのが有料化で、袋の料金に手数料、ごみ処理手数料を含んだ形というのが有料化と

いう考え方の一つになっているということでございます。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） では、今はその袋代だけを買っているというか、無料化、有料化という

のは、その今120幾らのに、例えば50円とか100円とか、１枚に対してのせた場合が有料化と

いうことになるわけですね。わかりました。現在は一応無料化ということで、袋代だけの負

担で処理をしてもらっているというそういうことで、そこで話は戻りますけれども、ボラン

ティア袋というのは本当はごみがつくかどうかわからないんですけれども、この取り組みは

先ほど有料化に伴ってやっているというのですが、いろいろな自治体で有料化になったとこ

ろがやっているんでしょうけれども、取り組んでいるみたいです。 

  例えばなんですけれども、一番ネット等で最初に出るのは札幌とかなんですが、そこだと公

園や道路などのボランティア清掃で集めたごみとか、ごみステーションの散乱ごみ、あと公

園や道路の街路樹から市街地に飛散した落葉、そういったやつをそのボランティアゴミ袋で

使用できるそうです。そして、そのボランティアゴミ袋ができないパターンは、ごみステー

ションで散乱じゃなくて、よく持っていかないごみみたいなのがあるんですけれども、そう

いった違反ごみはその袋は使えないということで、あと簡単にはもう１件は、地域のイベン

ト等で出たごみは、それは使えないという、そういうことでした。 

  もう少しあれすると、交付枚数みたいなことも書いてありまして、10リットル、40リットル

と２種類あって、個人ですと20枚まで、町内会や団体だと200枚まで支給ということで、あと

そのほかに、東京のあたりですと、ごみ拾いのトングというか、はさみですか。あと、ベス

ト、のぼり旗等も貸すという、そういう取り組みみたいなんですけれども、当町でもこれか

ら復興が進んでいって、例えば祈念公園等大きい公園等もできて、今後美化活動を推進して

いく上で、今のうちからこういった制度を取り入れていく必要があると思うんですけれども、

そこのところを町長どのように考えていくのか、伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 当然のように、こういったものを導入するということになれば、ルール
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の決め方ということは大変重要だと思います。ですから、どういう形の中でこのボランティ

アゴミ袋の運用の仕方をするのかということについては、当然運用する前にその辺のルール

の決め方というのはしっかりしていかなきゃいけない。そういうふうに考えております。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 決めていく上ではルールその他はいろいろ大変なんでしょうけれども、

こういった制度を導入することによって、例えば高齢といいますか、そういった方たちのご

み拾いが生きがいになるかどうかわからないですが、そういった貢献できる場も設ける必要

もあると思うんですけれども、そういった観点からは町長どのように考えるか、伺いたいと

思います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 町の掲げている復興計画の柱に、エコタウンへの挑戦というのがござい

ます。これは町としての本当にシンボルプロジェクトの１つでもございますので、そういっ

たいわゆる町民の皆さん方に本当にそういった考え方そのものをしっかりと浸透させながら、

さまざまな分野の中でこのエコタウンへの挑戦というのを具現化、実現化を図っていくとい

うことが非常に肝要だろうというふうに思っております。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） では、この１件目の最後の質問になると思うんですけれども、先ほど町

長答弁あったような今回こういった袋を導入するに際しての、ごみの有料化というそういう

答弁ありましたが、当町ではずっと袋代だけで続けていってほしいんですけれども、何ら今

後有料化への見直しへの検討があるのかどうかだけ伺って、１件目の質問とさせていただき

ます。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 先ほど言いましたように、エコタウンへの挑戦を掲げて町としてもいろ

いろな取り組みをしてまいりました。家庭生ごみの分別化とか、そういったいかにごみを減

量するかということで取り組んでまいりましたし、今後もこの方向性は変わらないというふ

うに思います。したがいまして、ごみ袋の有料化ということについても、方向性としてはそ

ういう方向で考えていきたいと思っております。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） では、引き続き２件目、教育長へ。質問事項といたしましては、学校菜

園で食育教育をということで質問させていただきます。 
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  要旨といたしましては、学校菜園の現状、そして今後の取り組みについて。 

  もう１点は、少し理想を大きく掲げて、横文字で言わせていただくとエディブルスクールヤ

ード、食べられる校庭という取り組みがあるみたいなんですが、そういったやつの導入とま

ではいかないんですけれども、そういったものをモデルにして取り組んでいく考えがあるか

どうか、伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 教育長。 

○教育長（佐藤達朗君） 今野雄紀議員の２件目のご質問、学校菜園で食育教育をについてお答

えいたします。 

  まず、１点目のご質問、学校菜園の現状、今後の取り組みについてでありますが、町内の小

中学校では、校庭の端の一部や学校花壇、またはプランターなどを利用して、生活科や理科、

家庭科などの学習教材として、ジャガイモやサツマイモ、ミニトマトなどを栽培しておりま

す。これは、子供たちの成長過程に応じたさまざまな栽培活動を行うことで、子供たちが知

的好奇心や探究心を持って自然に親しみ、目的意識を持った観察、実験などの体験を通して、

問題解決の能力と自然を愛する心情を育てるとともに、科学的な見方や考え方を養うことを

学習目標としているものであり、今後も各学校では現状の学習内容を継続することで、学習

指導要領に基づいた教育の実施を図っていくものであります。 

  次に、２点目のご質問、エディブルスクールヤード、食べられる校庭の導入をということで

ありますが、エディブルスクールヤードとは、20年ほど前に米国で創設された食育教育シス

テムであり、校庭の使われていない一角を教育農場とすることで、畑を耕し、食物をともに

育て、ともに調理し、ともに食べるという体験を通して、食べ物の由来や育て方、味覚、栄

養、食と地域のかかわりを、国語や算数、理科、社会などの必須科目と統合し、命のつなが

り、生きる力を学ぶ食育であると認識しているところであります。これは、子供たちの食育

の推進を図る上で大変すばらしく、大事な取り組みの一つであるとは思いますが、町内小中

学校では、従前より学校給食や保健体育、家庭科などの関連する教科ごとにおいて、食につ

いての講話や食事のマナーなどの指導により、子供たちが食に対する正しい知識や望ましい

食習慣を身につけることができるよう、効果的な取り組みを実践しているところであります。 

  今後におきましても、学校における食育の推進を図ることは大切な教育の一環という観点か

ら、現在各小中学校で取り組んでいる総合的な学習の時間などの教育活動全般を通して、さ

らに現状の食に関する指導内容の充実を図ってまいりたいと考えております。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 
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○９番（今野雄紀君） 教育長より今、答弁いただきました。そこで、現状ということで、私も

こういった質問をする際に、一応現場確認という意味合いも兼ねて、数日前に各校をアポも

とらずに回って、そこの現場だけを確認させていただきました。町内小中学校、いろいろな

形でそういった菜園を見させていただきました。 

  そこで、学校により、いろいろ地区の人から借りた畑をやっているとか、あとは前プールだ

ったところを畑にしているとか、あとは学校の隣にそれなりの今度桑畑にするというそうい

った取り組み等もいろいろ、話は聞かなかったんですけれども、ちょっとした流れの中で確

認させていただきました。 

  今後、こういった菜園に関して、広げるという意味ではないんですけれども、この取り組ん

でいく上で、何か校長がかわると取り組みも変わるというそういう意味合いではないんでし

ょうけれども、そういったことも見受けられるようですが、そういった点に関しては、この

一貫性のある取り組みなのかどうか、伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 教育長。 

○教育長（佐藤達朗君） 各学校で取り組んでいる学校菜園の活動につきましては、今野議員が

現場に行っていろいろと調査なさっているので、私のほうから詳しく申し上げませんですけ

れども、学校菜園の拡充というか、これを広げるという考え方なんですけれども、基本的に

はこれは教育活動の一環でございますから、各学校の校長が教育課程を編成するいわゆる最

高責任者ですから、校長の考えによって決まるということが基本でございます。したがいま

して、それぞれの学校の校長先生方がご自分の考えていらっしゃる学校経営というものを基

本にしてこの学校菜園をどのように考えるかについては、それぞれいろいろとご意見がある

かと思います。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） そこでわかりました。学校それぞれの学校経営の上で、特色を持ってや

っていくということではわかりましたけれども、今後いろいろな学校の運営に関して、私は

この学校菜園がある程度キーポイントではないんですけれども、それなりに役立つと言った

らおかしいですけれども、効果が十分発揮できる部分じゃないかと思うんですけれども、当

局というか、教育長の考えとしては、今後どのような形で持っていくのか、伺いたいと思い

ます。 

○議長（三浦清人君） 教育長。 

○教育長（佐藤達朗君） 子供たちを育てるという視点から教育活動を考えているわけですけれ
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ども、それぞれやはり今お話に出ております学校菜園についても、議員ご質問の中にありま

した食育という観点から考えれば、これは非常に大事なことだと思います。したがいまして、

教育委員会としてこの学校菜園について、先ほど申しましたけれども、非常に大切なことだ

ということは間違いないところでございます。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 今後大切なことになっていくという、そういう学校菜園に関してはわか

りました。それと関連的に、２つ目のこの横文字の食べられる校庭について、再度伺いたい

と思います。 

  こういった食べられる校庭というか、私、以前からテレビ等で見ていたアリス・ウオーター

という人のそういった形の取り組みで、以前ニューヨークのマンハッタンのパソコンという

か、ＩＴであれしているバークレーでしたっけ。そちらのほうの荒れた学校を、その菜園で

すばらしい学校に変えたという、そういう事例があるような取り組みでした。 

  そこで、エディブルスクールヤードというのは、食べられる校庭ということで、食べ物がと

れる校庭、学校菜園を使った食育プログラムということで、私も再三、同僚の議員もそうな

んですけれども、食育に関して学校給食等を使ってこれまで質問し続けてきましたが、今回

角度を変えてこういった形で質問させていただきます。1995年に、カリフォルニアのバーク

レーの公立中学校でスタートしたプログラムということで、現在カリフォルニアだけで4,000

校、世界的に注目されているということです。近年では、日本の国内の学校でもややもう実

施されてきているというそういう状況になっているようです。 

  そこで、ちょっと話が長くなりますけれども、先進事例みたいな形で、これはことしの日本

家庭科、先ほど教育長答弁あったように、生活科、理科、家庭科に及ぶ事例だということな

ので、日本家庭科教育学会のことしの60回大会で、学校菜園を活用した総合的食教育の実際

と課題ということで、日米における実践例からの考察というそういう報告がありました。そ

の報告では、古来、農業は基幹的な産業であるが、今日の私たちの食生活は農産物の生産の

場とは乖離しており、農業に対する国民の意識の低下、食料自給率の低迷、食の安全を脅か

す事件の発生、さまざまな問題が起きている中で、食育基本法の制定から約10年以上たち、

食育の認知度も高まっている中で、従来の栄養や健康に加え、農業の視点も取り入れた食育

の推進が今後一層重要と考えられるということです。近年、アメリカでは、栽培活動の教育

的意義が注目され、先ほど言ったようなエディブルスクールヤード等が普及しているという

ことです。 



 ７４ 

  そこで、近場では、近場というか、山形の小学校では、学年の枠を超えた学習チームをつく

り、地域の人々の協力を得ながら、学校菜園での野菜や果物の栽培、そして加工食品の製造、

地域の朝市での販売など、６次産業化を実践的に学ぶ活動を行っている。そういう報告を私

見ましたので、こういった事例からもすると、なかなかいい取り組みだと思いますけれども、

こういった事例に対して突然なんですけれどもどういった知見をお持ちか、伺いたいと思い

ます。 

○議長（三浦清人君） 教育長。 

○教育長（佐藤達朗君） エディブルスクールヤードという考え方については、先ほど答弁の中

で申し上げたと思いますけれども、大切な考え方であると思います。それで、子供たち、も

のを育てるとか、つくるとかというこういう活動は、これは教育上大変好ましいことであり、

実際にやっております。ただ、農業にどこかで子供たちにかかわらせると、これも大切だと

思います。ただ、学校の中でその場をつくって、そしてやるというやり方もありますけれど

も、実際に地域の方々の協力を得て、地域の方々から畑を借りたり、田んぼを借りたりして、

子供たちはそれなりの活動はやっております。それから、ものをつくって販売するという活

動、これはそれなりに意義があることだと思いますけれども、現在うちの町の各学校では、

そこまではいっておりませんけれども、これはやはり先ほど来申し上げましたけれども、各

学校の校長先生方のスタンスというか、考え方が基本でありますので、そのことについては

私は現在の各学校の取り組みは、それはそれでよしとしているところでございます。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 私も現在の取り組みを否定するわけではないんですけれども、もう一歩

進める必要というか、そういったものを認識していまして、そこでこういった質問をさせて

いただいているんですけれども、エディブルスクールヤードに関しては、発想から12年かか

って実現したそうです。活動の中心となっているこの考えというか、信念なんですけれども、

「美とは決してぜいたくではなく、精神を高めて日々の生活を心豊かにするものだ」、そう

いう信念を掲げてこういった取り組みをしているという、ちょうど言葉は違いますけれども、

先ほど教育長言ったようなそういった目標と相通ずるものがあるんじゃないかと思います。 

  そこで、国内でも2008年、埼玉の幼稚園兼英会話学校が学校菜園を始めたということで、関

連の書籍等を目を通したんですけれども、その学校のナンシーさんという方のアドバイスが

載っていました。学校菜園を始めようとしている学校へのアドバイスということで、まずゆ

っくり始めましょうというそういうアドバイスです。そして、先生方へのアドバイスなんで
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すけれども、熱心に取り組む。そういうアドバイスですね。学校菜園の取り組みに意義を感

じ、エネルギーを注ぐことのできるリーダー的役割の先生が、少なくとも１人必要だという

ことです。それでなければ、先ほど教育長答弁あったような地域の方、ＯＢ、ＯＧやＰＴＡ

会員の手など、ボランティアにお願いするのも一つの手段だという、そういうアドバイスが

ありますけれども、こういったアドバイスに対して、もし菜園のような形で進める場合に取

り組める状況があるのかどうかを教育長に伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 教育長。 

○教育長（佐藤達朗君） 学校菜園は何のためにやるのかというのは、いわゆる教育の基本的な

ところがございますよね。ですから、菜園そのものは私は決して否定するものではありませ

んし、それから実際やっております。それは先ほど答弁の中で申し上げましたけれども、子

供たちに探究心だとか、興味だとか、それから考える力を育てるとかというそういう目的で

取り組んでおりますけれども、ただ、そのいわゆる学校菜園がですね、あれを教育の全て万

能的な力であるというような考え方はしておりません。教育活動の一環であるということで、

各学校ではさまざまな取り組みをやっております。菜園だけではありません。したがって、

さまざまな取り組みをやっておりますので、菜園だけやるというわけではないわけですので。 

  ただ、この学校菜園について、私もちょっと新しいエディブルスクールヤードですか、これ

ご質問ありましたのでちょっと調べました。それで、教育農場という言葉を使っているんで

すよね。教育農場というと、学校の中で農場が果たしてできるかどうかという問題があるわ

けですよ。いわゆる管理だとか、いいだとか、問題がありますので。ですから、これについ

てはなかなかもっともっと理解する必要があるのかなということは思っております。ただ、

今野委員がご質問している食育という点では、現在取り組んでいる学校菜園の中でも十分考

えることができるものだと思っております。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） わかりました。そこで、教育長の以前の一般質問でも答弁あった、万能

的でないというたしかコミュニティースクールの件でもありましたけれども、そこで伺いた

いのは、こういった取り組みをすることによって、私何を望んでいるかというか、そういっ

たところを質問させていただきますと、先ほど山形の小学校の例を出させていただきました。

学校菜園で野菜、果物の栽培、加工品の製造、地域の朝市での販売など６次産業化を実践的

に学ぶ活動を行っているという、そういう取り組みを知った上でなんですけれども、実は先

日というか、先月かな。隣の石巻市のＦＭのラジオから聞いたんですけれども、コミュニテ
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ィースクールの一環として、収穫した野菜をイベントの市で売っているというニュースが流

れました。そこで、当町でもコミュニティースクールに取り組んでいるさなか、十分参考に

なるニュースではないかと思い、こういった夢というか、理想を大上段に掲げ、質問したわ

けなんですけれども、今後こういった当町でも朝市、福興市、いろいろやっていますので、

そういったことも活用するには、十分検討できる材料じゃないかと思うんですけれども、教

育長にその点伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 教育長。 

○教育長（佐藤達朗君） コミュニティースクールの話がありましたけれども、それはそのとお

りだと思います。地域の方々の協力を得ながら教育活動を展開していくというのは、これか

ら求められているところでございますので、そのとおりだと思います。 

  話の中にありました、子供たちがものを育て、それを収穫して販売する活動というのは、す

れはそれなりに意義があることだと思いますけれども、今の段階で各学校にこれをやりなさ

いというようなことは、なかなかこれは難しいところもございます。ただ、結果的にそうい

うふうなことで取り組んでいる学校があるということは、一つの参考例だということで受け

とめていきたいと思っております。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 最初からこの理想を実現というのは難しいと思いますので、それでは伺

いたいのは、学校菜園で例えばサツマイモとか、ジャガイモがどうかわからないんですけれ

ども、いろいろとれると思うんですけれども、そういったとれたやつはどのように活用して

いるのか。例えば、とれたやつを生徒さんたちに持たせて家庭で食べてもらうのか、いろい

ろあると思うんですが、そこのところの学校により違うと思うんですけれども、主なその活

用方法を伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 教育総務課長。 

○教育総務課長（菅原義明君） それでは、現状でのお話をさせていただきますと、現在、それ

ぞれ学校の菜園等でとれた物については、学校によっては収穫祭ということで学校行事を持

っているところもございますし、あとは調理実習の具材にしたりというところもございます。

あと、そのほかに多少余った物については、子供たちに持ち帰っていただくというふうなこ

とで活用しているようです。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） いろいろ活用ということでわかりましたが、先ほど言ったやつに取り組
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む段階として、例えば調理実習ありましたが、そういったやつを例えば私も余り詳しくない

んですけれども、学年のＰＴＡ活動、そういったやつがあると思うんですが、そういったと

きに一緒に時期を合わせるなり何なりして、収穫したやつを調理、カレー、何でもいいんで

すけれども、そういったやつを一緒につくって収穫を祝うという、そういうことから当町で

は始めていってもいいんじゃないかと思うんですけれども、その点に関して伺いたいと思い

ます。 

○議長（三浦清人君） 教育長。 

○教育長（佐藤達朗君） 各学校にＰＴＡ活動がございますので、親子での活動などありまして、

その活動を通してそういうふうな自分たちが育てた物を親と一緒になって食するというよう

なそういう活動は、詳しくは調べていないんですけれども、そういう活動も考えられるかな

というようには思っております。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） それで、今回のエディブルスクールヤードなんですけれども、校庭を食

べ尽くすということで、これはちょっと失礼なというか、質問になるかもちょっとわからな

いんですけれども、私、運動会等に行くと、人数が七、八十のところで大きいグラウンドと

いうか、あれで運動会等をしていると、何か違和感を覚えていまして、そこで今回校庭とい

うか、学校を回らせていただいて、立派な学校ができました。そして、校庭も仮設も伊里前

あたりは今仮設を壊していて、これから広くなるんでしょうが、その広い、余りにも広過ぎ

るようなイメージというか、気がしまして、そういったところを目に見えるようなところで

学校菜園ができないものか、そうすることによって地域の高齢の方たちも見えるところでわ

かりやすくいろいろ参加できるんじゃないかと思うんですけれども、その点に関して伺いた

いと思います。 

○議長（三浦清人君） 教育長。 

○教育長（佐藤達朗君） 校庭の法的な位置づけなんでございますけれども、校庭というのは、

屋外運動場なんでございますね。したがって、それを子供たちが少なくなって校庭が広過ぎ

るから、それをじゃあ畑がわりにしようじゃないかというのは、それは考え方としては考え

られますけれども、ただ、あくまでも運動場であるということには変わりはありませんので、

その校庭の活用については効果的にどのようにするかについては、校長先生がお考えになる

ことであると思います。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 
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○９番（今野雄紀君） はい、わかりました。それでは、この２件目の質問を、そういった校庭

は一応難しいような答弁の中で終わらせていただきます。 

○議長（三浦清人君） ここで暫時休憩をいたします。 

  再開は20分からといたします。 

     午前１１時０３分  休憩 

                                            

     午前１１時２０分  開議 

○議長（三浦清人君） 再開いたします。 

  一般質問を続けます。今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 休憩前に引き続き、質問させていただきます。 

  ３件目といたしまして、町長の町政運営についてということで質問をさせていただきます。 

  要旨といたしましては、今後４年間の町政運営の目標。 

  ２点目は、入谷、歌津、戸倉、志津川各地区の均衡あるまちづくりについて。 

  ３点目といたしましては、三陸道の北進に伴うまちづくりということ、以上を伺いたいと思

います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 今度はゆっくり話しますからね。 

  それでは、３件目のご質問、町政運営についてお答えをさせていただきます。 

  １点目のご質問でございますが、今後４年間の町政運営の目標についてでありますが、この

４年間の町政運営につきましては、４期目の所信で申し上げましたとおり、復興の総仕上げ、

子育て支援の充実、移住・定住人口の拡大、人材育成、南三陸のブランド化、交流人口の拡

大、地域コミュニティーの再構築、エコタウンへの挑戦の８つの柱を中心として、町政運営

に当たってまいりたいと考えております。 

  町政運営の目標については、定量的な指標でお示しすることは大変困難でありますが、私の

強い決意といたしましては、復興事業を確実に完了させ、復興後のまちづくりを見据えて、

未来への礎となる４年間にしなければならないと考えております。 

  次に、２点目のご質問、各地区の均衡あるまちづくりについてでありますが、まちづくりを

担うに当たっては、行政の効率性や公正・透明性を確保しながら進めているところでありま

す。公共施設の配置を例にとって申し上げますと、公共施設につきましては、行政の効率性

や住民の利便性等を総合的に勘案して設置をしております。結果として、多くの公共施設を
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志津川地区に設置をしております。しかしながら、これだけをもって各地区のバランスが確

保されていないというのは早計であります。行財政の効率性を確保することは、結果として

持続的な住民サービスの提供につながり、これこそが最大の住民サービスであると考えてお

ります。今後につきましても、これまで同様、健全な行財政運営に意を用いながら、各地区

の均衡あるまちづくりを行ってまいりたいと考えております。 

  最後に、３点目のご質問でありますが、三陸道の延伸に伴うまちづくりについてであります

が、三陸縦貫自動車道につきましては、議員ご承知のとおり、昨年10月に志津川インターチ

ェンジの開通を皮切りに、南三陸海岸インターチェンジが本年３月に、そしてこの12月には

歌津インターチェンジが開通いたします。 

  三陸縦貫自動車道の延伸により期待される効果といたしましては、やはり交流人口の拡大で

あります。本町と都市部との時間的距離の短縮によりまして、本町への来訪が容易になった

ことから、本町が沿岸部を訪れる方々の目的地となり、より多くの交流が促進をされ、ひい

ては交流人口の拡大が移住・定住、さらには二地域居住等を促進するようなまちづくりを行

っていきたいと考えております。さらに、三陸道の延伸は、産業面においてもメリットがあ

ると考えており、都市部への輸送時間の短縮により、本町の新鮮な食材をより多くの方々に

提供できる環境が整ったと考えておりますので、このメリットを最大限に生かし、生産物の

差別化を図る広い事業展開を支援してまいりたいと考えております。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） では、１点目のほうから再質問させていただきます。 

  今後４年間の町政運営ということで答弁、復興の総仕上げというそういう答弁、あとは昨日

の所信表明のそういった柱だったわけですけれども、そこはわかるわけですけれども、そこ

で復興後のまちづくりを見据えるという、そういう町長答弁ありました。そこで、どのよう

に見据えているのか、もう少し詳しくというか、伺わせていただければと思います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 基本的には皆さんのお手元に私の所信がお渡しになっていると思います。

それをごらんいただければわかると思いますので、それを参考にしていただきたいと思いま

す。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 今回、また町長、これから４年間、予定では町政を担うわけですけれど

も、選挙というか、そういったものは、勝った候補者がいて、敗れた候補者がいるわけです。
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そこで、勝った候補者と言ったら失礼なんですけれども、当選されて町政を担う場合に、や

はり応援してもらった方たちのことを最大限というか、考えるわけだと思うんですけれども、

選挙というのはもともとそういうもので、勝った者、負けた者が明暗ではないんですけれど

も、そういった状況が得てしてというか、確実に進むわけなんですけれども、これまでの町

政運営を見てきますと、大きな柱では、先ほど町長が言ったような答弁のとおり、確実に進

んでいるわけですが、それをもう少し詳しくというか、角度を変えてみると、やはり一部の

と言ったら語弊があるかどうかわからないんですけれども、偏った形でこの町政が運営され

ているんじゃないかと、そういう思いの方たちが以前は町内いっぱいいました。 

  人口減少に伴って、そういった方たちは現在の、安倍政権じゃないんですけれども、一部の

方たちの利益になるようなそういった町政に嫌気がさしたというのも失礼な言い方かもしれ

ませんけれども、見切りをつけて泣く泣くこの町を去った方たちもいるかもしれません。し

かし、選挙というものは非情と申しますか、そういったものなので、今後４年間、今までの

ように町長を応援した方たちも大切なんでしょうけれども、そのほかの方たちにも目を向け

るような町政を担っていくかどうか、町長に伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 私は選挙を８回やっております。町会議員の選挙が３回、町長選挙が５

回目であります。町会議員選挙のときには、やはり自分を応援した方々に対しての思いとい

うのはやはり強いものがこれは当然ございました。これは議員も皆さんそうだと思います。

しかしながら、町長選挙はそうはまいりません。町長選挙はそういう形の中で行政運営をす

れば、必ず不信感を抱きます。したがいまして、私、今回の選挙で得票率約70％です。７割

の方々は私を信頼していただいている。そういうふうに認識をしております。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 町長も結構選挙、３回、５回、多く戦っているわけですが、恥ずかしな

がら私も昔は選挙好きという陰口も叩かれながら、現在でもそうかもしれませんけれども、

私は町長よりも上というわけじゃないんですけれども、少し上の選挙も若気の至りと申しま

すか、目指した経緯があります。そういった中で、選挙というのは大きくなればなるほど、

その受けるものが違います。それは先ほど町長答弁あったように、町議時代と町長の選挙で

は違う。それは確かなことだと思います。 

  そういった中でやはり、町長は今の答弁でわかるように、そのような意識がなくとも、普通

のと言ったらおかしいですけれども、一般の町民にとっては、やはりある特定、一部の、後
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援会とは申しませんけれども、そういった方たちに重きを置き過ぎているんじゃないかとい

うそういう声も多々あります。それは町長70％を信任を得たと言いますけれども、選挙結果

はたしか３分の１ほどはそうでないというそういう結果にもなっているわけですので、そう

いった70％を先ほど町長言ったように重視するのではなくて、その残りの30％に対して、町

長どのようにこれから町政の運営をしていくのか、伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 町長。反問権。はい。 

○町長（佐藤 仁君） これは私個人のためでもありますし、それから特定の方ということで言

われているわけですので、そこの疑念を晴らすためには、その特定の方にどういう恩恵があ

ったのか、具体的にお話しください。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） ついに新しい議長のもとで反問権が出てしまい、申しわけなく思い答弁

させていただきます。 

  それは具体には、私再三言っているように、当町の例えば商店街、道の駅、そういった旨に

関して、あとは福興市、例えば福興市に関しては、ほとんどもう震災から７年、本来ならば

町内全部の皆さんがそういったやつに参加して、復興の恩恵を受けられるべきだと思うんで

すけれども、現実的には、例えばこの５年間、福興市に新しく加わった方たち、そういった

方たちがいるかどうか。そういったことを確認すれば一番わかると思うんですけれども、そ

ういった旨で一部の方たちに対していろいろ、例えば福興市に関してだって、必ず当局の担

当の課長は顔を出しているようですし、そういったことから私は一部の方たちの恩恵という

思いがありますので、これで納得いけるような答弁になるかどうかわかりませんけれども、

したいと思います。 

○議長（三浦清人君） それは反問権ですか。答弁ですか。答弁。答弁ね。町長。 

○町長（佐藤 仁君） そういうレベルの話かなというふうに私受けとめさせていただきます。

基本的に、ここには後藤伸太郎議員いらっしゃいますが、後藤伸太郎議員も毎回福興市のほ

うに顔を出しているということで、これはどういう立場で顔を出しているかというと、地域

を元気に盛り上げようというそういう福興青年会の皆さんの心意気で参加をしてございます。

こういう話をすると大変一部の方と言いますが、基本的に福興市に参加する方々に障害はご

ざいません。どなたが参加しても結構です。ただし、福興市に参加して全ての方々が利益を

上げるかということは決してございません。人がたくさん集まるときはそれなりの売り上げ

があるかもしれませんが、人が集まらないときは赤字になります。そこは経営者の判断とい
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うことになります。そういった最初に出ていて、なかなか採算がとれないという方々は、こ

れはあと撤退をすると。これは商売としての常です。そこがいいか悪いかというのは、これ

はどうもそこの判断の仕方というのは、今野議員の思いというのは私にはどうも理解ができ

ないんです。新しく参加する方々がいれば、幅広く門戸を開いているのかということではな

くて、多くの方々に参加をしていただきたいというのは、福興市の実行委員会の皆さんが常

に声をかけております。ですから、そういう観点でいって、その特定の方という考え方、そ

れから思いということについては、私はとても納得できるものではないというふうに思いま

す。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 福興市を例にとりましたけれども、町長、町議時代から始まって、以前

は商工会青年部、そういったやつがこういった町のイベント等を牛耳ってきました。昨今で

は福興青年部、そういったあれにかわりつつあるようですけれども、そこに同僚議員も参加

しているということなんですけれども、そうすることによって、やはり仲間意識ではないで

すけれども、特に先ほど町長例にとりましたので市なんですけれども、商売、商売というこ

とで、商売に関して言わせていただくと、商売というのは結局、採算が合わないというあれ

もありましたけれども、もうけることが大前提、それが商売だと思うので、そのもうけに走

っていると、やはりそのほかの大切な部分というか、町政にとっては失っていく部分じゃな

いかと思うんですけれども、その点に関してどのように。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 全く誤解していると私は思っております。今、青年部の話が出ましたの

でお話をさせていただきますが、私も商工会青年部の部長をやりました。３年間務めさせて

いただいて、我々がやっているのは何かというと、自分の商売に直結することはほとんどや

っておりません。ほとんどが地域づくりです。地域にたくさんの方々においでをいただきた

いと、そういう活動を展開してきたわけです。そこにはビジネスは存在しません。それとま

た仕事は別です。やはり仕事のほうにおいては、これはやはりビジネスですから、これはち

ゃんと利益を上げるということが大前提だというふうに思いますが、それと地域づくりの団

体を一緒にして論ずること自体、それはあり得ないと私は思っております。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） その地域づくりと町長は自分なりに商売別にしているということなんで

すけれども、やはり一般町民からすると、そこは町長が自分で認識しているような見方には、
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私自身も偏見なのかどうかわかりませんけれども、そのようにしか見えませんので、こうい

った質問をさせていただいているわけなんですけれども。 

  青年部初めそういった方たちですと、一応仲間意識、先ほども言いましたけれども、そうす

るとどうしても、例えばいろいろな質問をした上で、とりあえず１カ所が元気になれば、よ

そに普及するというそういう考えをお持ちなんでしょうけれども、ところがどっこいと言い

ますか、商売人というのは、やはり自分のところだけで囲ってしまうというそういう半宿命

的な気持ちというんですか、根性というんですか。昔の例で例えると、士農工商というそう

いう思いの中で私は見ているものですから、そこが何かいまいち解せないところなものです

から伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 何を言えばいいんだ。今野議員も震災前もそうですが、産業フェアのと

ころに出てコーヒーを販売していたじゃないですか。なぜ今出ないんですか。（「それは反

問権ですか」の声あり）いや、結局そういうことなんですよ。多分、利益とれないでしょう。

（「いえ」の声あり）だから出なくなった。もし、今だって福興市に参加すれば、参加する

ことは可能ですよ。自分が出店をしないで、人が出店したことをねたむみたいな話は、これ

はおかしいと私は思っている。どうぞ、どうぞ、福興市にどんどん出店していただいて、売

り上げを上げていただければ結構だというふうに思います。 

  それから、地域づくりの話で今ちょっとお話ししているようですが、どうしても利益に結び

つけるとお話ししますが、我々青年部の時代にやってきたのは、母と子のふれあいコンサー

トとか、いわゆる地域のお母さんとか、子供たちに仙台までコンサートを聞きに行く機会が

ないので、そういう子供たち、お母さん方のためにコンサートをやろうとか、あるいは冬の

南三陸に何かイベントないと、たくさんの人がうちの町においでにならない。そういうこと

でニューイヤー花火をやったりとか、そこには何らビジネスとか、商売とか、携わるものは

何もございません。ただ単に、皆さんに楽しんでいただきたいと、そういう思いで展開して

きたわけですので、そこはひとつご理解いただければというふうに思います。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） これ以上この件について続けていくと、泥仕合といいますか、そういっ

た面があるので、ところで１件目に関しては、私の偏見かもしれませんけれども、私のとこ

ろに来る声としては、やはり先ほど言ったようなある程度の特定といいますか、そういった

ところに集中しているようなまちづくりになっているというそういう声もあるものですから、
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そこのところをある程度認識して、今後４年間町政運営をしていっていただきたいと思うん

ですが、そのことに関して町長に伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 冒頭申し上げましたように、議員選挙と町長選挙は違います。町長選挙

は、町民の皆さん全てに住民サービスをどのように提供するかということを考えて立候補す

るのが町長選挙です。それで信任を得て４年間の任期をまっとうするということでございま

すので、ご心配には及ばないというふうに思います。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） まるで安倍首相のような答弁をいただき、１件目の質問を終わらせてい

ただきます。 

  ２点目、続きまして、入谷、歌津、戸倉、志津川各地区の均衡ある発展について伺いたいと

思います。 

  町長先ほどの答弁で、公共施設等の配置、各地区バランスよく余り確保されていないという

答弁ありましたけれども、そこのところをもう少し詳しく伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） 公共施設の配置の考え方については、過去に特別委員会等でお示し

をして、南三陸４つの地区にというところで説明をさせていただきました。先ほど町長申し

上げましたように、志津川地区にどうしても数が集中しがちだということは、これはやむを

得ないところでございますけれども、可能な限り地域の状況、事情を配慮した形で配置を考

えたというところであります。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 大体わかりましたけれども、１点だけ確認をお願いしたいんですけれど

も、例を挙げると、今回の商店街にできる道の駅、それに附帯する設備がたしか10億近くか

かるわけなんですけれども、それに対して歌津地区の商店街の脇にできた1,200万でしたっけ、

そういった建物が同じような効能でできたわけですけれども、そういったような現実的に不

均衡があるんじゃないかと思うんですけれども、その点に関して伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） まず、議員もよく存じていると思いますが、歌津地区には、国費が

まず投入されないという大前提がございました。一方、志津川の左岸の市街地整備について

は、町がなりわい、にぎわい、そこを先行してやるということから、これは区画整理事業と
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合わせて国費が使えるという、まずその制度上の違いがございました。 

  それから、道の駅のところに記念館のようなものということで巨額の建設費を予定している

ということですが、これは公園をつくるという大きなプロジェクトの関連の施設になります

し、公園をつくる目的を考えてみれば、最後のとりでは人の命だと、それを守るために祈念

公園をつくるということの施設になりますので、そこには商店街とはまた違ったお金の使い

方ということを考えていかなければならないというところであります。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 商店街のお金の使い方ということでわかりました。そこで、２点目伺い

たいのは、先ほど課長の答弁にもあったように、公園自体、人の命を守る、そういうことが

当然ありました。そこで、均衡あるまちづくりの復興途上における仕上げの中で、私再三こ

の議場で聞いている各地区というか、戸倉、歌津地区に震災で犠牲になった方たちの手を合

わせる場所を、町長も再三答弁であるんですけれども、検討しているということなんですが、

今後この４年間の中でどのように検討していくのか、伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） この件については、今野議員、前から質問をいただいて、そのたびに私

は建設をするとお話ししておりますが、４年で、この４年以内ではその手を合わせる場所、

これはしっかりつくるということはここでお話をさせていただきます。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） では、４年以内ということでわかりましたと言いたいんですけれども、

石巻あたりでは、もう各地区つくられているみたいなので、そこのところをなるべく早目に

お願いしたいと思います。 

  続いて、３点目なんですけれども、三陸道の北進というか、延伸に伴うまちづくりというこ

とで、町長答弁ありました。交流人口の拡大、移住・定住、そしてあと産業面での拡大とい

うことがありましたけれども、残り４分なので急いで質問させていただきたいと思います。 

  そういった答弁をいただきまして、私、今後４年の町政運営では大丈夫だと思うんですけれ

ども、三陸のこの沿岸道が整備することによって、さきの衆議院選挙でも区割りが変わりま

した。そんな中で、町の人たちは復興が進む中でいろいろ税金が高くなった、そういうふう

な声がいっぱい聞かれます。このような小さな自治体で、このままで存続できるのかどうか、

私はそういう懸念を持っています。そういった中で、もしかするとさらなる合併をせざるを

得なくなるんじゃないかとそういう懸念があるものですから、そうなったときのための準備
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というか、これは私自身の懸念、その他なんですけれども、そういったところに対する不安

はないのか。行政報告のとき、町長に聞いたら、三陸道の延伸はこの町にとっては吉になる、

そういう答弁でしたので、そこのところを改めて確認させていただきます。（「税金、何が、

何の」の声あり） 

○議長（三浦清人君） それはあなたが聞いて、反問。（「いえいえ、反問じゃないですから」

「では、この場で言います。時間がちょっと」の声あり）それは税金。（「例えば国保とか」

の声あり）国保。（「はあ」の声あり）全ての税金のことを言っているんですか。（「そう

ですね。税金」の声あり）はい、全ての税金です。（「よその自治体と比べて高くなったと

いうことは、みんなに言われるので」の声あり）町長。 

○町長（佐藤 仁君） 個別には町民税務課長から答弁させますが、そういった事実は多分ない

と思います。要するに、国保税というのは多分ご承知だと思いますが、所得の関係、それか

ら医療費の関係、これで国保税というのは税金の税率が決まっていきます。そういう観点で

国保税は上がったり下がったりということになりますので、これはうちの町がどうのこうの

でなくて、これはどこの自治体も同じです。今度は４月１日から国保税が県の統一になりま

す。そういう観点ですので、そこは税といってもその辺のどういう仕組みになっているかと

いうのをわかって発言をしていただかないと、ただ単に不安をあおるようなお話はやめてい

ただきたいというふうに思います。町民税務課長から。 

○議長（三浦清人君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（阿部明広君） 国保税の税率なんですけれども、震災以降上げておりませんの

で、上がったというのは多分所得がふえたというふうな解釈だと思います。（「わかりまし

た」の声あり） 

○議長（三浦清人君） よろしいですか。今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） では、先ほどの再合併というか、そういった形に対する答弁だけお願い

したいと思います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 南三陸町の誕生に向けて、微力でありますが頑張った人間として、もう

一度の合併というのは、私は考えておりません。 

○議長（三浦清人君） 以上で、今野雄紀君の一般質問を終わります。 

 

  通告４番後藤伸太郎君。質問件名、１ネイチャーセンターの完成はいつか。２高台での住ま
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いの再建について。以上２件について、一問一答方式による後藤伸太郎君の登壇発言を許し

ます。５番後藤伸太郎君。 

     〔５番 後藤伸太郎君 登壇〕 

○５番（後藤伸太郎君） それでは、ただいま議長の許可をいただきましたので、壇上より一般

質問をさせていただきたいと思います。 

  質問件数は２件ありまして、この壇上からは１件目のネイチャーセンターの完成はいつかと

いうことについて、町長にお伺いしたいと思います。 

  ４年の新しい任期が始まるに当たりまして、一番最初の定例議会で一番最初の一般質問とい

うことでもありますので、少し質問に入る前にお話をさせていただく時間をいただければと

思うんですが、開会初日、きのうですね、たくさん、大変多くの傍聴の方がいらっしゃいま

した。これは、新しい議会、また、再選を果たした町長、さらにはこの新しい議場、そうい

ったものに対しての期待や関心を示すものであるというふうに思います。 

  きのうの初日でけさこの議場に来るまでに、既にたくさんの方から𠮟咤激励をいただきまし

た。ほとんど𠮟咤でございましたけれども。ただ、その期待や関心に応える議会であるため

にも、この一般質問という場は議会議員として非常に重要な舞台であると認識しております。

今後４年間も可能な限りこの機会を有効に使っていきたいというふうに思っております。 

  その上で質問させていただきますが、１件目、ネイチャーセンターの完成はいつかというこ

とでございますが、自然環境活用センター、以前ありました。その取り組みは、自然と共生

する南三陸町にとってかけがえのないものであり、再建を期待する町民の声は多くあります。

これは決して私の個人的な思い込みではなくて、実際に町民の有志の方々が町長の出前トー

クを申し込んで、循環型社会の構築について意見交換をしたということは、町長もご記憶の

ことというふうに思います。しかし、その再建の場所や再建の内容など、具体的な検討がな

かなか進まずに紆余曲折している印象があります。町長は、この自然環境活用センターをい

つ復活させるお考えなのか、伺います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） それでは、後藤伸太郎議員のご質問で、ネイチャーセンターの完成につ

いてお答えをさせていただきますが、ご案内のとおり、このネイチャーセンターの復旧計画

については、八幡川右岸の旧松原グラウンド跡地に計画し、復興交付金を活用して平成32年

度までに建設事業を完了する方針としていたところであります。しかしながら、予定地の建

設に関しましては、復興交付金を活用できる平成32年度まで、八幡川右岸インフラ整備の完
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了が不透明な状況であるということに加え、土地の造成費用や外構工事に多額の一般財源を

要することから、これらの課題を総合的に勘案し、当初の計画地であります八幡川右岸への

建設を断念をしたところであります。 

  しかしながら、これまでも一貫して申し上げてきましたように、ネイチャーセンターの機能

につきましては、必ず復旧しなければならないものと考えております。その代替案として、

現在は戸倉公民館２階の一部を改装してネイチャーセンターの機能を復旧する方向で庁内に

おいて調整をいたしているところであります。 

  町では、平成30年のラムサール条約湿地の登録に向け、環境省と調整を進めているところで

ありますが、その活動を主体的に行っているネイチャーセンターは、海洋資源の調査・研究

を通し、水産業の振興のみならず、教育や交流人口の拡大にも寄与する、ほかの自治体に例

のない機関でもあります。今後は平成３１年度中の復旧を目標に、ネイチャーセンター施設

や森・里・川・海の地域資源を生かした機能の向上、人材確保に努め、重要な湿地である志

津川湾の保全、再生、賢明な利用、交流学習の促進に努めてまいりたいと考えております。 

○議長（三浦清人君） ここで昼食のため、休憩をいたします。 

  再開は１時10分といたします。 

     午前１１時５５分  休憩 

                                            

     午後 １時１０分  開議 

○議長（三浦清人君） それでは、再開いたします。 

  一般質問を続行いたします。５番後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） それでは、自席から質問に移らせていただきます。 

  ネイチャーセンターのお話ですが、休憩前に町長からご答弁いただきました。要約するとと

いいますか、確認含めながら聞いていただきたいんですけれども、もともとは八幡川の右岸

側、志津川地区海沿いのところに再建するという計画だったけれども、断念すると。理由と

しては、平成32年までとされているその復興交付金を使えるかどうかが間に合うかどうかわ

からない。それまでにその周辺のインフラ整備が整わない可能性がある。もう一つは財源だ

というような理由から、八幡川右岸に新しく建物を建てるという計画は断念せざるを得ない

と。そのかわり、ネイチャーセンターは大変重要な施設で、当町にとってはオンリーワンと

いいますか、ほかの自治体に誇れる施設であるという認識から、必ず復旧するんだと。平成

31年度中に戸倉公民館の２階、旧戸倉中学校ですね、を使って再建する計画に変更されたと
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いうような内容で間違いないでしょうか。そうですね。はい。その上でお話をさせていただ

きます。 

  その戸倉公民館の２階を使うという話は大変重要なお話かなと思いますので、後ほどちょっ

と時間を使ってじっくりお話しさせていただくとして、ネイチャーセンターは、その建物と

いいますか、その機能を再建するということは大変重要だと、私も何度も申し上げておりま

す。それは認識していただいていると、我々の訴えが届いているのかなと思う反面、やはり

そこを使う人たちが使いやすい施設でなければ意味がないわけですね。ネイチャーセンター

準備室だとか、ネイチャーセンター友の会とか、町民有志の団体が実際に再建されたらこう

いうふうに使いたいねとか、こういうためにこの施設は必要だよねという議論をずっとして

きています。そういった方々への説明といいますか、戸倉公民館を使う、再建するんだと、

こういう方針なんだというようなアナウンスがあったのかどうか。それと、そういった方々

に今後も引き続き連携していくと、そういう方々を大切にともにつくり上げていくんだとい

うお考えがあるのかどうか、伺います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 当初の計画については、今後藤伸太郎議員がおっしゃったとおりでござ

いまして、そういう内容で進めようかということもございますが、ここ６年９カ月経過した

わけでございますが、肝心かなめの土地が復興交付金が使えるのが32年度までというお話も

させていただきましたが、そこまでに整備が完了するかどうか、全く不透明という状況でご

ざいます。それから、あわせて財源的な問題がございまして、土をどこから持ってくるかと

いうことによりますが、町単費負担で少なくて２億5,000万、多くて４億という単費が必要に

なってくるということであります。 

  それともう一つは、結果としてこういう話をすると大変失礼なんですが、戸倉公民館、公民

館としては余りにも広過ぎるというのがあります。あの場所を何とか活用できないかという

思いも実はありましたが、現実にこのネイチャーセンターを松原公園のところに断念をする

ということになれば、そうするとあの広さ、面積等々勘案した場合に、それに耐え得る面積

というのは、今戸倉公民館しかないという思いがございますので、しかもあの公民館はまだ

新しい建物でございますので、あのまま、今現在も一応展示室とかって２階使っていますが、

そういった場所を、展示室は残しますが、それ以外の場所はほとんど今使っていないという

のがありますので、そこにネイチャーセンターとして、もともと戸倉にあった施設でござい

ますので、戸倉のほうで復活してどうだということでの流れとして来たということは、前一
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度お話をさせていただきます。 

  なお、当該の方々のいわゆるこのネイチャーセンターにかかわる方々の思いということにつ

いて、当然皆さんの思いというのは我々もしっかり受けとめて整備をしていく必要があると

いうふうに思いますので、これまでのアナウンスの部分については担当の企画調整監のほう

から答弁をさせたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 震災復興企画調整監。 

○震災復興企画調整監（橋本貴宏君） それでは、お尋ねの点、戸倉公民館２階でネイチャー機

能を復旧させることについて、住民等への説明の状況ということについてお答えいたします。 

  率直に申しまして、現在のところ、具体的にその住民の方々を集めての説明会等は開催して

おりません。ただし、議員おっしゃるとおり、もしその戸倉公民館の２階で復旧させるんだ

というふうに計画を変更するのであれば、それは戸倉の周辺住民の方々への説明もしかりで

すし、今まで志津川のほうで復旧させると言っていたことを計画をやめるわけですから、そ

ちらの方面の方々にも十分にご説明した上で、地域住民の方々の納得を得た上で最終的に決

定するということは、これは当然でございまして、今後その点については引き続き十分に意

を尽くしてまいりたいと考えておるところでございます。以上です。 

○議長（三浦清人君） 後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） わかりました。その継続して戸倉の皆さんとネイチャーセンターにか

かわってきた皆さんと、丁寧に説明をしていくんだという姿勢のようでございます。そこは

わかりました。 

  今、お金の話が出ました。新しく建物を建てると2.5億、２億5,000万から４億、そういった

お金が町で必要だということ、その負担をどうするのかということも、これは大変重要な問

題だ、厳しい問題だなと思います。であれば、戸倉公民館の２階を使うということになれば、

どれぐらいの費用がかかるとお伺いします。 

○議長（三浦清人君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（及川 明君） 戸倉公民館の改築の費用ということですが、まだ具体の設計に

は入っておりませんが、おおむねのネイチャーセンターとして機能を復旧させるべく、面積

で概算ではじいたところでは2,000万程度かなと。それも一般財源という形では、先ほども町

長が答弁したところでございますので、そこは交付金で改修ができないかということで、現

在、本日から逆にスタートになっていますが、復興交付金の策定支援のヒアリングに担当の

ほうが臨んでいるという状況でございますので、そういった方向性も踏まえながら関係者に
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丁寧に説明を当たりたいというふうに思っております。 

○議長（三浦清人君） 後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） では、場所のお話をさせていただきたいと思います。戸倉公民館以外

に候補はなかったのでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 候補として何点かありました。１つには、前の診療所ですね。診療所の

場所ということが１つと、それから旧の保健センター、下のほう２階建てのユニセフに寄附

していただいたあの建物で２つ、それと今言った公民館ということの３つを検討した結果、

一番戸倉公民館がふさわしいだろうということの結論に至ったということであります。 

○議長（三浦清人君） 後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） 旧保健センターもしくは旧診療所を改修して使う場合に、どれぐらい

予算がかかるかということは試算は行いましたか。行ったとすれば、どれぐらいですか。 

○議長（三浦清人君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（及川 明君） 担当課といたしましては、試算という部分は後からついてくる

ものだと思っていまして、まずはそこが使えるかどうかという視点の中で検討はさせていた

だきました。ただ、その中で旧診療所につきましては、そもそも仮設の建築物であるという

ことで、32年度までには解体しなければならないといったような制限がございますので、い

ずれそこに開設したとしても、また新たな場所に移転といったようなことから、なかなかそ

こには踏み切れないという状況でございます。それと、確認申請も改めて今度は必要になっ

てくるといったような手続論も含めますと、そこで再建するのは賢明ではないということか

ら、そこはまず断念したと。 

  もう１つは、旧保健センターにつきましては、あれは本設の建物らしくて、そこでのという

ことも検討したんですが、機能を再開するに当たっての面積が不足している。それと、一つ

一つ入り口から階段も含めてなんですが、非常に狭いと。改修するには大規模な改修をどう

してもやらざるを得ないと。 

  それと、戸倉公民館につきましては、水回りの整備は必要になりますが、一定の間仕切り程

度を行えば、再開のめどにはこぎつけられるといったような有利性も踏まえて、戸倉公民館

といったような結果に現在のところはなってございます。 

○議長（三浦清人君） 後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） では、戸倉公民館に関して、少し詳しくお話しさせていただきたいな
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と思うんですが、議論させていただきたいなと思いますが、まず、戸倉公民館を使うという

決定は、いつ、誰がなさったんでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 今、ここに初めてお話ししていまして、機関決定は実はまだしてござい

ません。後藤伸太郎議員から一般質問がありましたので、答弁も当然しなければいけないわ

けですので、どういう場所がということでいろいろ担当課含めて議論をして、今農林水産課

長がお話ししましたように、面積等を含め、それから継続してそこで展開できるかというの

を含めて議論してまいりまして、基本的には戸倉公民館というのが一番ふさわしい施設にな

るだろうということでのきょうの答弁に至ったということでございますので、そこはご理解

いただきたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） 質問したかいがあったなと思います。伺った後に、ではどうするべと

いう話になったのであれば、できればその前にしっかり検討していただきたかったなとは思

いますが、議論が起こっているということは非常に重要なことだろうと思います。 

  では、一つ一つ聞いていきますが、予算、お金の話はまだ具体的な設計もしていませんしと

いうお答えでしたので省略させていただきますが、戸倉公民館を例えば使うとすれば、公民

館として今使っていますから、そこへの影響、スペースを使うことによっての戸倉の皆さん

が例えば不利益をこうむるとか、使っていた場所が狭くなるとかということはないんでしょ

うか。 

○議長（三浦清人君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（三浦勝美君） ただいまのご質問については、利用状況についてお答えしたい

と思います。 

  現在の戸倉公民館、29年度の利用状況ですと、今のところ１階部分が結構な利用、１階が中

心となった利用になってございます。そしてあと、２階については、伝統芸能練習室で水戸

辺の鹿子躍の練習会を開催されている状況でございます。あとその他の防災学習室、あと研

修講義室というその条例上で皆様に利用される場所としては、件数としては少ない状況にな

っております。 

○議長（三浦清人君） 後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） 現在の利用状況はわかりました。影響はありませんかという質問です。 

○議長（三浦清人君） 町長。 
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○町長（佐藤 仁君） ２階を継続して使っている水戸辺鹿子躍の皆さん、練習場として使って

おりますが、それは２階の海側のほうの場所になっておりまして、そこまで使う予定はござ

いませんので、あそこの利用者の方々に影響を与えるという懸念はないというふうに思って

おります。 

○議長（三浦清人君） 後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） 戸倉という立地条件といいますか、地域柄といいますか、もともとそ

の自然環境活用センターは戸倉地区にありました。今、そこはビジターセンターが建ってい

ます。その地理的な利便性といいますか、利用しやすい環境にあるかどうか、それは町長と

してどう認識しているかということと、近くにビジターセンターがあると。志津川に例えば

離れた場所にネイチャーセンターがあって、ビジターセンターがあってということであれば、

お互いのすみ分けというのは自然にうまくいくのかなと思いますが、車ですぐのところに同

じようなと言ったらあれですけれども、やはり自然環境を生かすんだという施設が並んで建

っているというのは、町としてどういうふうな考えがあるのでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） ビジターセンターと、それからネイチャーセンターの機能は、基本的に

違うというのがございますし、それからあわせてそういった施設、似通ったといいますか、

ある意味海を勉強するとか、あるいは海で遊ぶとか、そういった施設が近くにあるというこ

とと、それからもう一つは、すぐ近くにまた自然の家があります。ですから、そういった３

つの施設が大体が海を体験するとかという施設がある意味戸倉地区に固まっているというの

は、機能としては、私はそちらのほうがいいのかなというふうに思います。 

  それから、あわせてご承知のように、45号線と398号線の交差する場所でございますので、

機能的には大変交通の要衝の地にあるというふうに思っておりますので、場所的には私は問

題ないというふうに思っております。 

○議長（三浦清人君） 後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） わかりました。先ほどもちょっと触れまして、企画調整監からお答え

いただきましたが、施設としては使えそうだと、お金もそれほどかからなそうだと。町とし

ては、あの位置にあるということも一定程度優位性があるんじゃないかというご判断のよう

です。 

  では、その住民との合意形成、地元の皆さんと説明したり、ご案内をしたりという作業は今

後出てくると思いますが、まず、どうやって合意形成をつくっていくつもりか、お伺いして
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みたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 震災復興企画調整監。 

○震災復興企画調整監（橋本貴宏君） そうですね。今、私の考えだけで申し上げてよいのかど

うか、ちょっと判断に迷うところではございますが、そのような説明をする場といたしまし

て、一義的に考えられるとすれば、まちづくり協議会の場で丁寧にご説明をして納得いただ

くということが一つではありますし、また、まちづくり協議会が既に解散してしまったよう

な地区でありますれば、そこは行政区長さん等々に丁寧に説明していくということになって

いくかと思いますが、その点も含めまして何が適切か、十分に考えた上で行ってまいりたい

と思っております。以上です。 

○議長（三浦清人君） 後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） 少し意地悪な質問をしたいと思いますが、今のようなお話で地域の合

意、同意は得られるとお考えですか。 

○議長（三浦清人君） 震災復興企画調整監。 

○震災復興企画調整監（橋本貴宏君） お答えいたします。 

  合意が得られるように努力をしてまいるのが務めであると、このように感じております。以

上です。 

○議長（三浦清人君） 後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） 非常に模範解答ありがとうございます。 

  では、お話しさせていただきたいのは、その戸倉公民館が消極的に消去法で残った施設なん

だという捉えられ方をしかねないというか、そういうふうに受けとめられても仕方ないので

はないかというような現状があるように思うんです。先ほど町長がちょっと触れたように、

戸倉にあること、その場所にあることが、この町、南三陸町全体にとっていいんだというよ

うな、やはりポジティブな内容がなければ、地域の方もどう使っていいのかわからないと思

いますし、そこを使いたいと、今後活発にそこを拠点にして南三陸町の自然の豊かさである

とか、子供たちの学びの場にしていきたいと思っている方々にとっても、「何だ、しようが

なく仕方なくそこにしたのか」ということであれば、何でそこにしたんだという議論がいつ

までもくすぶってしまうと思いますので、そこを払拭していただきたいなと思って、あえて

「意地悪な質問ですが」と申し上げて、前置きした上でお答えいただいたわけです。 

  今の模範解答では、企画調整監が悪いとか言っているわけではなくて、今の段階で答えざる

を得ないのかもわかりませんが、もうちょっとやはり踏み込んでやっていただきたい。なぜ
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ならば、今までもこの議論はやはりずっとやってきたからです。町民の皆さんも町長を直接

呼んで、「町長来てけさいん」と言って、「ほらね、必要でしょ」と、「できたら我々使い

ますよ」とプレゼンをしたわけですよ。それに対する回答としては、不十分かなと思います

が、すごいうなずいて聞いておられますが、町長いかがですか。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 消去法という意味合いでとられると、ちょっと心外な部分があるんです。

基本的にはやはり当初は松原公園という考えがありましたので、結果として消去法みたいな

形になってしまいましたが、松原公園がだめになれば、当然ある意味第１候補として上がっ

てくるのは、必然的に昔あった戸倉地区というのがどうしても第１候補として上がってくる

のは、これは自明の理かなというふうに私は思っております。 

  いろいろ先ほど選択肢でこうだ、こうだと面積の問題とかといろいろありましたけれども、

基本的にはやはり戸倉地区にあった物をいわゆるついの住みかではありませんが、いわゆる

本設という形の中で復活させるのであるならば、戸倉というのが私は適切かというふうに思

っておりますので、積極的に私は戸倉というのが、例えば松原がやめになりましたのでね。

だったら、あとは戸倉というのが私の思いとすれば一番強い場所です。 

  そういう思いも含めて、先ほどお話にありましたように、ネイチャーセンターを復活させた

いという町民の皆さんが結構いらっしゃるわけですよ。そういった方々の思いに応えるため

にも、皆さんにはあの方々にもご説明をしなきゃならないし、意見も聞かなきゃならないと

思いますし、それからあわせて一番は、戸倉地域の住民の方々にこういう思いで我々はこの

地に帰ってきますということのご説明はしたいというふうに思っております。 

○議長（三浦清人君） 後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） わかりました。これはまだ最終的な決定ではないと、今後検討してい

くんだというお話のようですので、また、質問の一番最初、大事なことはいつかということ

をお伺いしました。これは再確認になりますが、平成31年度中に場所はまだ検討の余地はあ

るのかもしれませんが、今のところ戸倉公民館を第１候補として再建を進めていくと、そう

いうスケジュールで進めるんだという町長のお考えで間違いありませんか。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 先ほど農林水産課長がお話ししましたように、これから復興交付金が使

えるかどうかというのは、その辺の交渉に入ってまいります。それが決定になれば、当然今

度は同時並行で設計もしなければいけない。そして工事に入っていくということになります
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ので、少なくとも１年間ちょっとぐらいは時間がかかるだろうというふうに思います。そう

しますと、どうしても先ほど答弁でお話ししましたように、31年のいつかと、早い時期にな

るのか、あるいは中間ぐらいになるのか、あるいは遅い時期になるのかわかりませんが、基

本的には31年中にはあの場所に復活をさせたいというふうに思います。 

○議長（三浦清人君） 後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） もう１つ、あれはラムサール条約のときじゃないな、戸倉公民館のそ

れこそ開所、オープンのときだったと思うんですが、寄附を大変いただいて、戸倉の地域の

皆さんにこの伝統ある中学校の跡の施設でありますから、皆さんにぜひ使っていただきたい

と、そうすることでその中学校は再編編入と、合併といいますか、合同になるということに

はなりましたが、地域の魂はそこに息づいていくんだというようなお話があったと思います。

そこの皆さんへの説明というのも必要になってくるんじゃないかなと思いますが、町長いか

がですか。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 戸倉中学校は、基本的には震災以後、大変戸倉地域が随分傷められまし

たが、震災後のあの地域のやはりシンボリックになる建物というのは、戸倉公民館だろうと

私は思っています。したがいまして、あの戸倉中学校が志津川中学校に統合なった際にも、

そういう後藤議員がお話ししたような私もお話をさせていただきましたが、このときにはあ

そこの場所にもう一回戻っていくということになれば、基本的には戸倉の皆さんにとっては

ある意味ご理解をいただける施設だろうと私は思っております。いずれ、丁寧な説明はしっ

かりやりたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） ドイツへの説明は必要ないですか。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 確かにドイツから4,000万を頂戴いたしておりまして、そういった観点

では落成式の際にドイツの大使館の方にもおいでをいただきました。「立派に改装なりまし

たね」というお言葉も頂戴しましたし、そういった経緯、経過を考えれば、当然ドイツ大使

館の皆様方にもその辺のご説明はしなければいけない。そういうふうに思っています。 

○議長（三浦清人君） 後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） わかりました。ネイチャーセンターについてさまざま、ちょっと細か

いところまでお伺いさせていただきました。総じて、今意見を交わさせていただいて質問す
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ると、あちらこちらから手が挙がると。いろいろな部署の皆さんが所管しているんだなとい

うふうに思いました。改めて。それで、改めて再建される施設であるのですから、しっかり

と魂のこもったといいますか、町にとってやはり誇りとなる施設であろうと思います。その

復旧・復興を超えて、南三陸町も被災地だからという話ではなくて、この町はもう代々ずっ

とこういう自然とともに歩んできたんだということを大いに発進していただく施設であると

思いますので、より今議論させていただいたことも含めて特段の利活用については配慮とい

いますか、鋭意取り組んでいただきたいなということを、これはちょっとお願いになるかも

しれませんが、恐らく町長もそういうお考えだろうと思いますので、再度確認させていただ

きますが、一問一答ですが、ついでですので、最初の答弁の中でラムサール条約の話が出ま

した。ラムサール条約の登録がいつごろになるかということと、そこについてネイチャーセ

ンターが果たす役割、大きいか、小さいか、お答えください。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 震災前から自然環境活用センターの機能というのは、全国でもほかの自

治体には例のないそういった施設でございましたので、東京を含め、仙台含め、多くの大学

生、高校生がおいでになって、南三陸町志津川の生態系を勉強してきたという場所でござい

ます。それを復活させるというのは、町としての使命だと私は思ってまいりましたので、時

間はかかりましたが、ネイチャーセンターを改めてもう一回復活できるということは、これ

はまさしく先ほど後藤議員おっしゃったように、オンリーワンの部分でございますので、し

っかりとこれは再生をしたいというふうに思っております。 

  それから、何だっけ。ラムサールは来年の10月のドバイの会議で決定をするということにな

っております。ですから、ラムサールが登録申請になれば、これはまさしく南三陸にとって

環境を勉強するんだったら南三陸だと言えるような、言ってもらえるような、そういうラム

サールの登録になるだろうというふうに、したがって南三陸としては大変ラムサール条約の

登録になれば、これほど願ったりかなったりということはないというふうに私は思っており

ます。 

○議長（三浦清人君） 後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） 以上で１件目の質問を終わります。 

  続いて、２件目の質問をさせていただきたいと思います。これも町長にお伺いいたします。 

  質問の内容といたしまして、高台での住まいの再建についてお伺いいたします。 

  職住分離による高台の整備が終わりまして、災害公営住宅、防災集団移転団地の一般開放が
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始まっております。つまり、その住まいの再建というのは、単なる住居、家屋の建築と、新

築という段階から、高台でどのように町民の皆さんが暮らしていくのかということを考える

段階にステージがかわっていっているんだろうということだと思います。 

  その状況を踏まえまして、今後の住環境の整備における懸案事項は何でしょうか。町長にお

伺いしたいと思います。 

  このままでは質問がちょっと漠然としていますので、４つに論点を整理して伺いたいと思い

ます。 

  １つは、一般開放における町外からの移住者という方々の状況、それから団地における空

室・空き区画の状況は現在どのようになっていますでしょうか。 

  ２点目としまして、従業員寄宿舎、または一般のアパート建設、これの申し込みは今どのよ

うになっていますでしょうか。 

  ３点目といたしまして、最後に完成した志津川３団地を結ぶ高台連絡道路の完成時期はいつ

ごろと見込んでおられますか。 

  最後、４点目といたしまして、その高台を初めとする行政区の再編に当たっての懸案事項は

何でしょうか。町長に伺います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） ちょっと答弁長くなりますので、ご了承いただきたいと思います。 

  ２件目のご質問、高台での住まいの再建についてお答えをさせていただきますが、まず、１

点目のご質問であります。一般開放における移住の状況、空き室・空き区画の状況について

でありますが、ご承知のとおり、移転希望者の意向の変化等によってあきが生じたために、

移住・定住の促進、さらには産業振興に資する活用方法を主眼とした一般募集を実施いたし

ているところであります。災害公営住宅につきましては、平成29年３月に８団地738戸の整備

が完了しており、平成29年11月末現在の入居世帯は666世帯となっております。内訳といたし

ましては、被災者の方の入居が632世帯、一般の方の入居が34世帯となっております。また、

一般募集により入居された方の内訳としては、町内在住の方々が９世帯、町外からＩターン、

Ｕターンの方々が25世帯ということになっております。現在は、72戸が空き戸となっており

ますが、そのうち47戸を一般用として２回目の募集を行ったところであります。 

  一方、防集団地でありますが、平成28年12月末で町内20の団地、827区画の宅地が全て完成

し、本年８月末時点で113区画のあきが生じ、国との協議が調った97区画について、第１次一

般募集を９月19日より10月20日までの期間で実施し、28区画について決定をいたしておりま
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す。この28区画の内訳といたしましては、町内在住者の方々が15区画、町外からのＩターン、

Ｕターンの方々が７区画、集合住宅用地としては３件６区画となっており、移住という観点

から見ると、町外からの方々は７区画となっていることから、一定の成果があったものと思

っております。 

  また、第１次募集につきましては、近々に住宅建築を予定している方を優先し、１年以内に

住宅を建築する計画のある方に限り募集を実施いたしましたが、第２次一般募集では、１年

以内の条件を緩和しました。将来住宅を建築する予定のある方々も対象としております。 

  次に、２点目のご質問、従業員寄宿舎、アパート建設の申し込みについてでありますが、一

般募集の状況につきましては、１点目でお答えをさせていただいておりますので、従業員寄

宿舎及びアパートの募集に至った経緯についてお答えをさせていただきます。 

  議員ご承知のとおり、町では、町内の被災者向けに戸建て一般住宅の建築用地を整備してま

いりましたが、住民の再建意向変化等により空き区画が発生していることから、移転促進区

域の方々に対し、再募集を継続してきたところであります。しかしながら、参加対象者のさ

らなる申し込みは見込めないこと、また、町内事業者から従業員宿舎やアパートの建築用地

を望む声がありましたことから、移住・定住の促進、さらには産業振興に資する活用方法を

主眼として、従業員宿舎並びにアパートの建築も可として一般募集をしているところであり

ます。 

  続いて、３点目のご質問ですが、高台連絡道路の完成時期についてでありますが、ご承知の

とおり、中央地区の国道45号から志津川中学校付近までは完成形として供用を開始しており

ますので、残る区間についてお答えをさせていただきますが、まず、東地区についてであり

ますが、沼田ふれあいセンターから国道45号の区間につきましては、平成30年、来年ですが、

４月下旬の供用開始を予定しております。沼田ふれあいセンターから町道東浜中央線の区間

につきましては、沼田１期仮設住宅の撤去後の施工となりますことから、現在入居されてい

る方々の再建先が決まった後に調整をしてまいりたいというふうに思っております。 

  次に、中央地区の志津川中学校付近から国道398号交差点までの区間については、現在のと

ころ暫定形で供用をしております。当該区間に関連する県施工の新設国道398号の完成は、平

成30年度中旬を予定としていることから、当該区間の供用開始につきましても平成30年度中

旬を見込んでおります。 

  最後に、西地区の新設国道398号から志津川西地区東団地の区間につきましては、国道398号

迂回路が現在横断をしております。新設国道398号完成後の工事着手となることから、平成30
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年度末の供用開始を見込んでおります。いずれの区間につきましても、事業間調整を密に行

い、早期供用開始に努めてまいりたいと考えてございます。 

  次に、最後になりますが、４点目のご質問、行政区再編に当たっての懸案事項についてお答

えをいたしますが、町では、住まいの再建などに伴い新たな自治組織の形成もなされる現状

に照らし、町としての案をお示ししながら、地域住民の皆様と行政区の再編に向けた協議等

を進めているところであります。これまでの協議の場において、その調整に特に時間を要す

る事柄といたしましては、集会施設の維持管理を含め、新たな行政区における共通的経費の

分担のあり方といったことが挙げられます。真新しいコミュニティー形成の場合に限らず、

調整し解決すべき課題はその地域ごとにあらわれるところでありまして、行政区の再編が将

来にわたる自治組織の枠組み、その諸活動に大きく影響すること、さらにはより高齢化も進

む今後の自治組織運営も視野に入れつつ、関係する地域住民の皆様のご意見を丁寧にお伺い

するなどし、可能な限り早期の課題解決、行政区再編に向けて引き続き対応をしてまいりた

いと考えております。 

○議長（三浦清人君） 後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） 大変丁寧にご説明いただきました。４点に分けて質問させていただき

ましたので、再質問のほうも１点ずつ順番にお伺いしていこうかなというふうに思います。 

  まず、一般開放における移住の状況とか、空き室・空き区画の状況ですが、今具体的な数字

を上げていただきまして、お答えいただきました。特に災害公営住宅に関してなんですけれ

ども、ちょっと確認させていただきたいなと思うのが、一般開放の募集が始まった時期とい

うのはいつからだったか。今までどれぐらいその募集の期間があったか。防集団地に関して

は、ことしの９月からということだったと私は思っているんですが、それで間違いないか、

その今まで一般開放の募集をしていた期間というのはどれぐらいあったのかということをち

ょっと確認したいんですが、いかがですか。 

○議長（三浦清人君） どっちですか。建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） １回目と２回目、２回ほど実施をしてございます。基本的には８月

と11月に２回です。募集期間は２週間ということで、８月16日のお知らせ号で募集をお知ら

せをしていますし、11月も16日のお知らせ号でそれぞれ広報、それからホームページ、フェ

イスブック等で広報しているという状況でございます。 

○議長（三浦清人君） 後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） 一般開放がされたのが、ことし入ってのその８月が一番最初だという
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認識でよろしいですかね。大丈夫ですね。わかりました。 

  始まったばかりですので、それをもってその移住がどうだとかということは、話をするのは

難しいのかなと思うんですけれども、移住を希望されている方というのは、正直言えばやは

り震災直後の混乱期はほとんどありませんでしたが、その後、たくさんの方にボランティア

に来ていただいたりとか、交流が生まれて、来てもいいかなという方がいらっしゃった時期

というのは、もうちょっと前だったのかなとやはり思います。今の時期からでも始めること

自体は意味が全くないとは申し上げられないと思いますので、大切かなとも思いますが、こ

こまで今の時期になってようやく募集が開始できたというような背景ですね。簡単にで結構

ですので、もう一度振り返ってご説明いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） ちょっと振り返ってということなんですが、今、後藤議員おっしゃった

ように、うちの町にボランティアで登録のあった方々、15万人ぐらいいらっしゃいます。当

時震災後、皆様熱い思いでうちの町に駆けつけて支援をしていただきました。ですから、そ

ういう意味におきまして、当時ですから本当にＩターン、Ｕターンもたくさんの方々がいら

っしゃったのかなと思いますが、残念ながらお住まいをいただく場所が少ないということで、

当時おいでになった方々は長期いる方々はテントあるいはシェアハウスということで、たく

さんの皆さん方がお住まいになっていろいろ支援をしていただきました。 

  随分６年目の中間になりましたが、６年になりましてやっとその普通の住みかといいますか、

お住まいになれる場所が提供できるということになりまして、本当は昔はもっと前だったら、

もっともっとたくさんの方々が来たというふうに思いますが、それでも災害公営住宅では25

の世帯の方々がＩターン、Ｕターンということでおいでをいただけたということ、一定の成

果としてはあったのかなというふうに思っております。 

  なお、補足として、建設課長からも答弁させたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 災害公営住宅につきましては、被災者のための住宅ということで、

被災者の方が全て入居し終わった後に、一般の方の入居が可能だというのが国の見解でござ

います。そのため、これまでまずもって町民の方を中心に入居者の登録と、それから入居の

促進を図ってまいりました。しかしながら、東日本大震災で罹災者であれば、自治体の枠組

みを外しても入居ができるという状況がございましたので、県のホームページを使いながら、

それから町のホームページもそうですけれども、町民に限らず入居ができるということを広
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報してきたわけでございます。 

  その中で、実は町民の中にも、再建方法として災害公営住宅を希望されているんですが、な

かなか申し込みをされない方がつい最近までいらっしゃいました。その方たちの意向を再確

認をして完全な数字を把握しないうちに、一般開放はできないだろうということがございま

したので、まずもって８月にはある程度の数を勘案しながら、46戸だけの一般開放をさせて

いただきました。 

  11月のその３カ月の間に、また意向が不確定またはよくわからない方たちを再度精査をさせ

ていただいて、その結果、72戸実は空き家がございますけれども、うち25戸だけは残してお

きまして、確実に一般募集ができる47戸について、11月に再募集をかけたという状況でござ

います。47戸の募集に対しまして、現在40世帯の申し込みがございまして、うち30世帯がＩ

ターン、Ｕターンの世帯となってございます。 

○議長（三浦清人君） 後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） わかりました。１点目につきましては、今、町長の最初のお答えの中

で、１年以内に住宅を建設する計画のある方が対象だというような１次募集でした。募集に

関してですね。これが必要でしょうかねという話をしようとしたんですけれども、２次募集

では外していて、将来建てる希望のある方というふうに緩和されているということですので、

そこは了承いたしました。 

  もう１点だけ、移住相談窓口と、当町に移住を希望されているＵターン、Ｉターン、私、Ｉ

ターンというのはターンしていないからどういう表現なのかなと思うんですけれども、そう

いった方々、一般的に言われる皆さんが相談に来た窓口として、窓口とその防集団地、災害

公営住宅の募集というのがリンクしてご案内できているのかどうか、そこの取り組みをちょ

っと伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 町長。最初に、町長。そして、振らいん。 

○町長（佐藤 仁君） 詳細については担当課長から答弁させます。 

○議長（三浦清人君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） 建設課、事業課だけでなく、我々企画、それから推進室のほうで移

住相談窓口という窓口を各課に設けております。相談窓口のほうには、町の募集要項なり考

え方を担当のほうから説明をし、それぞれが相談があった場合に、町の現在の一般開放の状

況をその窓口のほうからも周知をしていただいている。そういう状況であります。 

○議長（三浦清人君） 後藤伸太郎君。 
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○５番（後藤伸太郎君） 済みません。１点目終わろうかなと思ったんですが、ちょっと聞き漏

らしがありまして、数字がたくさん出てきましたのでちょっと確認しそびれたのですが、現

在、現在というか、入る見込み、決定しているということも含めてで結構なんですが、災害

公営住宅に今空室がどれぐらいあって、それがどれぐらい埋まっていて、防集団地の空き区

画がどれぐらいあって、どれぐらい埋まっていてということを、ちょっと整理して数字を出

していただければと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 災害公営住宅につきましては、738戸建設をしてございます。その

うち666戸が現在入居者がいるということで、72戸について現在空き戸となってございます。

そのうちですけれども、19戸につきましては、部屋の決定をされているんですが、まだ入居

をされていない方が６戸ございます。それから、再建意向が災害公営住宅となっております

が、まだ申し込みをされていない方が13世帯ございます。それと、残りの６戸でございます

けれども、災害公営住宅の経営、経営という言い方が適切かどうかわかりませんが、経営と

いう考え方をすれば、100％入居が多分望ましいんだろうと思いますが、公営住宅の一つの役

割として、セーフティーネットという考え方がございます。万が一、災害等、それから火災

等があったときに、町民の皆様の住居を確保するという役割がございますので、一定程度空

き室として常時確保する必要があるかと考えてございます。その空き室を６戸設定をしてお

りまして、現在25戸は一般開放していないという状況でございまして、今回47戸を一般開放

の対象としてございます。それに対する応募者が40戸、40世帯ございました。 

  ただ、今回部屋ごとの募集でございますので、重複が８世帯、８戸ほどございますので、実

数とすれば32戸、２世帯プラスアルファ前後の入居者になるかと考えてございます。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） 余り数字をだらだらと言うとわけがわからなくなると思うので、

私は簡潔に申し上げます。 

  827の住宅地をつくりまして、あきが現在86区画ございます。第２次公募といたしまして、

現在69区画について公募をしております。この86マイナス69につきましては、志津川の西団

地、そして志津川の東団地の北工区、これにつきましては残土の処理が終わっておりません

ので、工事が全部、要は面整理工事の主たる部分が終わらない限り、一般公募はできないと

いう制度でございますので、これにつきましては終わり次第ということで、この17について

はそういった理由でございます。以上でございます。 
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○議長（三浦清人君） 後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） 数字を聞いたのは私ですので、お答えいただけて構わないんですけれ

ども。 

  では、２点目にお話を移させていただきます。この２点目が重要かなと思っています。 

  １件目のお答えの中で、従業員寄宿舎またはアパートの建設を認めますというような決定が

あって募集がされて、３件の応募があって、２つつながっている区画がそもそもその１件の

応募要項ですので、区画で言うと６区画に申し込みがあったと。そうなった経緯に関しては、

空き区画の有効活用を図るためにずっと再募集、誰か入りませんかと訴えかけ続けていまし

たが、なかなか全部は埋まらないと。さらには、町内の業者の方、その従業員を雇っていら

っしゃる方ということだと思うんですが、方々からもそういうものを高台に建設させてほし

いというような要望があって、そういった流れになったというようなご説明がありました。 

  ただ、防災集団移転の団地内に、宿舎だとかアパートだとかがつくっていいよというのは、

これも先ほど１件目の質問でネイチャーセンターっていつ、誰がどこに決めたんですかとい

う話をしましたけれども、その防集団地にアパートを建てていいよという話は、どこから出

てきたのかなと。非常に寝耳に水といいますか、青天のへきれきといいますか、そういうこ

とが可能だったかしらと、募集要項を見たときに思った経緯があります。 

  ですので、その要望があった。あいている土地がある。じゃ、アパートでもいいかというの

は、一般論としてはわかりますけれども、非常に特殊な防災集団移転の団地ですので、そこ

に至るまでにはさまざまな制約であるとか、踏むべき段階というものがもっとあるのではな

いかなと私個人としては思うのですが、なぜそのような決定になったんでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 町長。町長。 

○町長（佐藤 仁君） そう決まる経緯につきましては、担当の課長から答弁させたいというふ

うに思います。 

  ただ、これ、一つお話ししておきたいのは、震災後、町内の事業者の方々は、まさしく人手

不足という大変な大きな問題に直面してございます。そこで一番問題になっているのは、住

む場所がないということが、非常にこれが雇用を確保できないということの大きな１つの要

因にもなっているということなので、そこが一つの今回の至った経緯の一番大きいところか

なというふうに思います。それから、空き戸のままに、空き土地のままにしておくわけには

いかないというのも、これもあります。あと詳細については担当課長から答弁させたいと思

います。 
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○議長（三浦清人君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） 本件につきましては、さかのぼるわけですが、平成26年の国の通達

で、復興の用に資するというようなことが認められれば、一般の宅地化については問題はな

い。ただし、そこに至るまで十分な被災者への周知を図ることというような制度上の側面は

そこであります。町としましては、これまでもやはり人手不足というところ、それから人口

減少というテーマを掲げながら復興を進めてまいりました。防災集団事業で、まずは個人の

住宅再建を最優先だというところで、復興事業を推進課が中心となってこれまで被災者の

方々と何十回となくいろいろなお話し合いをさせていただいた。その中では、２区画続けて

使いたい、あるいはお店をちょっと持ちたいというような個別のいろいろなニーズがあった

わけであります。しかしながら、区画を整備する以上、やはり被災者の住宅用のためという

趣旨を当初は貫いてまいりました。しかしながら、宅地ができて約１年近くということにな

ると、そこにあきが出た場合には、町としては何らかの形でその空き区画をやはり埋めなけ

ればならないというようなこともあわせながら考えてまいりました。 

  そのときに、かねてから引きずっていたこの雇用の問題、特に隣の市から通っておられる方

で、地元に宿舎があればなというような声もたくさんございましたし、やはり何と言っても

29％という国勢調査の人口減少、この数字が非常に重くのしかかっていたということもござ

いまして、ことしになって集合住宅等の建築等について決定をしたというようなところが背

景であります。 

○議長（三浦清人君） 後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） 理由はわからないでもないといいますか、空き区画がある。先ほども

言いましたけれども、それで町内の業者の皆さんの従業員用に充てる宿舎を建てる場所がな

い。では、防集団地もいいよね。単純な話、わかるんですけれども、ずっと今まで断ってき

たわけじゃないですか。参考資料の中にも、何年だったか忘れましたが、数年前に仮設住宅

を従業員宿舎として使わせてほしいという要望が実際ありました。陳情として上がってまい

りました。それは難しいんですというようなお話だったり、今まではだめですよと言ってい

たのが、この期に及んでと言ったらいいんでしょうかね。なぜ急に今になって大丈夫になっ

たのか。そこのからくりがちょっと知りたいなと思います。 

  また、やはり今の時期にという部分と、地域に住んでいる皆さんへの説明もないままに、ア

パート建てられることになりましたので、誰か建てませんかという募集が先に来るというの

は、非常にやり方として乱暴なんじゃないかなと思うんですけれども、乱暴ではないですか
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ね。どうお考えですか。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） 答弁申し上げます。 

  まず、プロセスについて、拙速に過ぎないかという観点、あと、そもそも高台にアパートと

かという話は最初なかったんじゃないのというご質問についてお答えをさせていただきます。 

  まず、実は平成24年のまちづくり協議会の高台部会において、こういったお話がございまし

た。低地部のほう、大分被災して災害危険区域ということで高台にしか住戸、住宅が限られ

るよねと。住宅に限らず、将来を見越した形でアパートとか、そういったＵターンとかの方

を見据えた土地の造成をすべきなんじゃないのという意見があったというのは、部下職員か

ら確認をしております。それに対しまして、当然津波復興拠点整備事業あるいは防集事業と

いう事業でやる限りにおいて、被災した方々のための宅地以外の宅地については、これはで

きないんだよというような意見のやりとりをしたというのは、しっかりと覚えているという

ことを私まず確認しております。 

  多分ですね、多分という言い方は大変恐縮なんですけれども、そういったことからして、ア

パートって建てられないんでなかったのというような話になっているのかなというふうに、

これは推認いたしております。これがまず１点目。 

  そして、次に２点目なんですけれども、手続の関係でございます。公募手続、我々の課にな

っている関係でご答弁申し上げますが、本件につきましては、被災したところ２戸、２区画

つながっている部分について、アパートも可ということで公募条件を整理して公募をさせて

いただいたというところでございます。手続等につきましてなんですけれども、私もちょっ

と自問自答はいたしました。どこにどの区画、どの２戸つながっているところに来るかわか

らない限りにおいて、来るかもしれないよという説明というのは果たして妥当なのかなとい

うのがちょっとありました。結果なんですけれども、結果、公募によって入ることとなった

方が集合住宅である限りにおいて、部下に連絡をしてくれということで指示をいたしました。

その結果、うちの職員が連絡をさせていただいたことに対して、いろいろなご意見をいただ

いているというのが現状であります。 

  乱暴に過ぎるのではないかという部分のお話につきましては、これは私、公務員として真摯

に受けとめさせていただいて、反省すべきは反省をしながら今後に生かしていきたいという

ところなんですけれども、いずれ今ご懸念をいただいている方々に対しましては、町といた

しましてもしっかりと経緯とか町の考えも含めて説明をさせていただきたいというふうに考
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えております。以上でございます。 

○議長（三浦清人君） 後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） 今までのその高台団地の考え方からの変更なのかなと思っていました

ので、その制度上の仕組みとか、今までとの経緯をちょっと明らかにしたくて、今質問をさ

せていただきました。 

  もうちょっと細かいところを何点かお伺いしたいと思いますが、まず、アパートであるとか、

寄宿舎を建てるに当たっての高さ、建物の高さ等の制限というものはあるんでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） 高さにつきましては、志津川地区においては決まっております。

高さにつきましては10メートルということで決まっております。以上でございます。 

○議長（三浦清人君） 後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） その従業員寄宿舎であるとか、アパートであるとかに、外国人の方が

入居されるということは想定しておられますか。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） 可能性としてはゼロではないと当然に考えております。ただ、

ちょっとお話しさせていただきますが、公募の条件の中で、国籍とか民族等々の一定の縛り

といいますか、そういうことを縛りを設けるということは毛頭考えられないということで、

今回公募条件にそういったことは載せてございません。以上です。 

○議長（三浦清人君） 後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） 要は、高台団地に自分のついの住みかをようやく建てられると。自分

のおうちを建てたと。そうしたら、ある日隣に大きなアパートができると。高さの制限は10

メートルというのは、大分制限としては低い制限だと思います。本来であったらもっと高い

建物を建てられる制限があるでしょうから、その中で10メートルに抑えているというぐらい

の表現だと思います。ただ、逆にその制度として、例えば日本人しか入居できませんという

ような縛りを逆につくるほうができないよねという今のお答えもわかります。それらを踏ま

えて、地域の住民の皆さんへの説明、ご案内というのは丁寧に行われているんでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） １次の公募が終了したのが10月でございます。町として決定を

したのが11月ということでございます。私も指示しましたけれども、ここに集合住宅が建設

されるという見通しがありますという連絡をしたのが、私の指示が遅かったんですけれども、
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11月の下旬ということでございました。早い、遅いというのはいろいろご意見あろうかと思

いますけれども、現在、今週の日曜日に説明を聞きたいという方々がおいでになりました。

昨日もおいでになったということでございますので、町としてはそこに建築される予定の事

業者の方と一緒に、ご懸念されていることに対して誠実に丁寧にご説明、意見交換をさせて

いただくというのが必要なのかなというふうに思っております。それもその時期も、そう遅

くない時期にというのは必要だろうというふうに思っております。 

○議長（三浦清人君） 後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） 誤解のないように申し上げたいんですけれども、その従業員寄宿舎を

つくるとか、アパートをつくるということにすべからく反対しているわけではなくて、今の

議論の中で明らかにしたかったことは、アパートを建てられますよというふうに決まった、

変更になった、方針転換したと私は捉えているんですけれども、そうでないというのならそ

うでないと言っていただければと思うんですが、その決定のプロセスが不透明過ぎないかと

いうことです。１点目。 

  それと、早過ぎませんかと。要は、先ほどまでの議論と逆になるんですけれども、その早く

つくってほしいという要望が出たときは、いつまでやってもつくらなくて、高台団地ができ

てようやく落ちついてここに住めるなという人たちが腰を落ちつけたタイミングに間髪入れ

ず、アパートをつくれるようになりましたというのは、ちょっと早過ぎませんかというか、

どうしてそんなに急いだんですかという疑問が起こるのが２点目。 

  それと、やはり手順ですよね。その住民の皆さんにまずそういうふうに方針転換したいんだ

けれども、よいですかと、この団地の皆さん、ここにアパート建ってもいいですかと説明が

まずあって、よしと、いや、それは町の復興のために仕方ないよねと、従業員足りなくて困

っているという人たちがいるんだから、それはどこかにつくらなきゃいけないね、じゃあう

ちの団地につくっていいよという了解を得て、初めて募集がかけられるものなんじゃないか

なというのが、素人考えかもしれませんが、私が率直に思う疑問点です。今のような質問と

いうか、疑問に対して、どう説明していくおつもりでしょうか。逆に、お答えがあるんだっ

たら、この場でお伺いしたいと思うんですけれども、町長いかがですか。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 従業員の不足の問題については、今始まったことではなくて、ずっと震

災後言われてきた懸案事項であります。ご案内のとおり、いまだにまだまだ人手が足りない

と、住まいがないということについての課題については、ずっとこの南三陸町として抱えて
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きた課題であります。今、すぐにというお話でございますが、基本的には高台で造成が終わ

って、一般の皆さん方の被災者の方々が最初ですが、その次に一般開放して、その後にあい

た土地の部分について、やっとそのアパートが建てられる環境そのものがまず整ったという

ことが一つだというふうに思います。 

  やはり今、後藤議員がおっしゃるように、その団地に自分がついの住みかで入った。そこの

すぐ隣にアパートができるということについての不安感といいますか、そういうのは私も理

解はできます。ただ、その辺の説明のあり方ということについては果たしてどうだったんだ

ということは、こちらのほうでもしっかり検証はしたいというふうに思います。 

  いずれ、私の答弁で不足分については担当課長から答弁させたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） まず、方針の転換、要は高台に当然皆様は、戸建て住宅がお隣

さんとか前後建つものだと思っていた。そこに集合住宅ということになると、唐突感、違和

感ということが当然考えられると。そこに丁寧に説明なりをして合意を形成した上で、やる

べきじゃなかったのかというご質問について、町の進め方として結果そうならなかったとい

うことについては、現実のところでございまして、大変そこについてはこの間の説明会でも

説明を求めたいという方々からもそのご意見出ました。そこについては結果そのとおりにな

っていなかった部分については、私、町として配慮が足りなかったということかと思うと真

摯におわびを申し上げたいということは、お話は率直にさせていただいております。ただ、

プロセスとしてやはりそういった丁寧なことが踏むべきだったということについては、私と

しても反省すべきところはあろうかと思っています。 

  あと、その早過ぎないかという点でございます。企画課長も申しましたが、被災した人以外

の方が使うことの制度の緩和ですかね、については、数年前に国として制度ができていたと。

それを使うのは、造成がほぼ、ほぼできた後で、かつ、「どういう復興に資する使い方を考

えているんですか、南三陸町さんは」というヒアリングといいますか、そういうやりとりが

当然国とございます。町の職員、その中で産業振興に資するとか、人口の維持とか減少に資

するという形で、こういった方々を対象にということで国に説明をして、いいでしょうとい

うことで今回ということでございます。 

  ただ、強引なことも何もせずに、団地の造成が終わったところについて、国に連絡をとって

協議をお願いしますということで、結果、今に至っているということでございます。ただ、

結果として、全体の空気感として、拙速感があるという部分のご意見については、真摯に受
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けとめたいというふうに思っております。以上です。 

○議長（三浦清人君） 後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） この話は、私が勝手に気づいたわけではなくて、実際にその町民の皆

さんから「そういう話を聞いたんだけど。道路を挟んだ向かい側に何か建つんだかや。基礎

工事まで始まっているんだ」と。それで、慌てて私も不勉強だったというか、注意が足らな

かった部分というのもあるので、そこはその方にもおわびをしつつ、どうなっているのかを

ぜひ聞いてみたいと、お話ししなければいけない内容ですねということを言わせていただい

て、きょうの一般質問に臨んでいる部分なんです、実は。 

  ですので、やはりこの勝手に決められていると。いつの間にかそうなっていると、ルールが

変更になっているということは、そうでないにしてもですよ。実際のところは数年前からそ

ういう通達があって、自由に使えるんですということがあったとしても、そう思われかねな

いようなやり方をするということは、やはりこれは行政としてはぜひ慎んでいただきたいと。

これは苦言を呈さざるを得ませんし、私は明確に今の段階での、自治会もできていない段階

でのアパート建設に踏み切ったということは、反対です。できれば、やめてほしいと思いま

す。 

  最後１点だけ、この点についてお伺いしたいんですが、今の私のお話に含めての答弁もいた

だければと思いますが、以前に従業員宿舎であるとか、既存のアパートを従業員宿舎として

使う場合に、補助金を町で用意したというような議案があったかのように記憶をしておりま

す。高台団地にそういった宿舎、寄宿舎などを建てる場合も、その補助制度を使えるのかど

うか、お答えいただければと思います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） こちらの役場サイドといいますか、こちら側の都合である意味変えたと

いうことでは実はないんですが、しかしながら、一般町民の皆さんにしてみれば、唐突感は

否めないというお声は、これは正直な思いだというふうに思います。 

  いずれにしましても、この件につきましては、地域の皆さん方のご同意を得ないとなかなか

前に進める話でございませんので、そこはしっかり地域の皆さんと意見交換をさせていただ

きたいというふうに思っています。 

  なお、後段のほうについては担当課長から説明させます。 

○議長（三浦清人君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（及川 明君） 今ご質問のありました水産加工関連の宿舎については、そうい
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った補助金の事業がございます。適用については、今年度限りといったようなことになって

いるようでございます。なお、町内の状況、これまでの状況はちょっと持ってきていません

が、現在、直に申請が上がってきていますのは１社、それと年度内に補助金を申請するとい

う業者についても１社ございます。そのうち１つについては、28年度の繰り越し事業という

形になってございます。 

○議長（三浦清人君） ちょっとお待ちください。 

  ここで暫時休憩をいたします。 

  再開は２時40分といたします。 

     午後２時２３分  休憩 

                                            

     午後２時３９分  開議 

○議長（三浦清人君） 再開いたします。 

  後藤伸太郎君の一般質問を続けます。５番後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） ２点目について、ちょっと大分時間を使っていろいろご質問させてい

ただきました。 

  最後、１点だけ、今回２区画での募集というのは、志津川の中央と東のようなんですね。実

際には枡沢とか、戸倉とかにも並びであいているところはあるようなんです。ちょっと現地

に行って確認していないので、高さが違うとかいろいろあるのかなと思うんですが、今後、

今言ったような寄宿舎、アパートの建設を認めるような区画というのは、全町的に広がって

いくお考えなのかどうかだけ、最後確認したいと思います。 

○議長（三浦清人君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） 今回、２団地で前もっての地域の方々へのお耳立てが欠けていたと

いう部分は、復興事業課長が申し上げているとおり我々も真摯に受けとめて、他の団地の一

般開放につきましても、基本的にはそういう方向でまいりますが、集合住宅だからというこ

とではなくて、単独の区画でもどういった方が一般で来るのか、これはなかなかわからない

ところもございますので、広報等での周知の際には、もう少しわかりやすいように、まさか

どなたが来るかという表現はできないにしても、ご理解いただけるような周知の方法を努め

ていきたいということで、他の団地についても同様に一般の方々にご利用いただけるように

意を尽くしてまいりたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 後藤伸太郎君。 
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○５番（後藤伸太郎君） では、時間も時間ですので、３点目ですね。 

  その高台連絡道路の完成時期はということで、一つ一つお伺いしようかなと思いましたが、

最初の町長の答弁で全て気になっているところをお答えいただけました。この質問をしたの

は、改めて説明するまでもありませんけれども、道路がやはりできる。道路が変わるという

ことは、生活そのものがやはり大きく変わる可能性があるものなので、折に触れて災害公営

住宅、防災集団移転促進団地、全て完成しましたということを町長よくおっしゃって、それ

は大変いいことですし、町民にとってもいいニュースだろうと思いますが、一方でやはり生

活道路ができて初めてその団地としては完成というふうになるのかなというふうに思います

ので、ぜひ急いでいただきたいということも含めて質問させていただいたというところでご

ざいます。 

  総じて言うと、平成30年度の末までには、大体のところが完成するめどであるというような

お話のようでした。１点だけ、今お話の中で私が話させていただいた中で、その生活変わり

ますよねということの中で、一つ、東団地にちょっと限定したお話になって恐縮なんですけ

れども、病院がありますね。ベイサイドアリーナの前にバス停があって、バスが走っていた

んだけれども、バスが走らなくなったと。病院の近くがいいと住んだのだけれども、病院が

かえって遠くなったと。歩いて行くのが大変だというお話もちょっと聞きまして、団地内で

すから、歩いていく、そこにバスを出すという話になるとまたちょっとそこまでやらなきゃ

いけないのかという話になると思いますが、連絡道路ができると、そのバスの運行経路とい

うのも当然変わると思うんですね。そういったときに、今不便を来している人たちにも十分

意を用いたような路線にしていただきたいなと思うわけです。 

  平成30年度末までに連絡道路ができるのであれば、そこを利用してのバス運行、公共交通の

新しいあり方というものも、私は当然考えるべきかと思いますが、しっかり考えていくつも

りでおられるのかどうか、伺います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 駅そのものが変わるということはございませんが、今ご指摘の部分につ

きましては、鋭意我々も気をつけながらやってまいりたいというふうに思います。 

○議長（三浦清人君） 後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） 最後の４点目の質問に移らせていただきます。 

  行政区再編に当たって懸案事項は何ですかと、ちょっとここは幅広い質問をさせていただい

たんですが、地域ごとにそれぞれ違った課題があるだろうと。高齢化も進んでいきますし、
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一番はやはり新しい団地コミュニティーができたときのその費用負担であるとか、その地域

コミュニティーを維持していくために、やはりそれぞれに世帯が負担したり、しっかり協力

し合っていくということにお金が絡んでくると、なかなかスムーズに決まらない場合もある

かもしれないというようなお答えだったのかと認識いたしました。 

  その関連といたしまして、防犯灯が各団地につきます。危機管理課の皆さん初めとして、年

度内に、年内に何とかつけたいというような、冬の時期に暗くならないようにというふうに

今努力されているところだと思いますが、当然その明かりをつければ明かりの電気代を払わ

なきゃいけなくなるわけで、これは一定程度団地が形成し終わるまでは町で負担するという

ようなお話を聞いていますが、具体的に何年間ぐらいとか、そういったことが決まっていま

したらお知らせください。 

○議長（三浦清人君） 危機管理課長。 

○危機管理課長（村田保幸君） 防集団地の防犯灯の補助の件でございますが、防集団地につき

ましては、基本的にその団地がつくる、またはその団地が所属する行政区等の自治組織の負

担となります。その負担については、実際に住居を建ててから住まわれて、最初の部分につ

いては人が住まわれていないというところで、電気が通ってから３年間、町で電気代につい

ては負担をさせていただいております。その３年以降につきましては、通常の一般の町民の

方々と同じように、町でワット数に応じて町のほうで補助金を負担しております。以上でご

ざいます。 

○議長（三浦清人君） 後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） わかりました。もう１点、防集団地のそのコミュニティーの再構築と

いうことが非常に今後重要になってくるかと思います。それに重要な役割を果たすというの

が集会所かなと思います。集会所の利用に当たってのガイドラインといいますか、どういう

ふうに使用していくかということが、まだはっきりして決まっていないのかなというような

ことを感じる場面がありました。具体的に言うと、個人演説会をやろうと、選挙のときにで

すね。行ったら、誰に言えばいいのかわからない。その団地にお住まいの方もよくわからな

いと。料金取っていいものかどうかもわからないと。選挙管理委員会とかといろいろ私もや

りとりして、結果、やらなくて済んだというか、選挙は無投票になりましたのでやらなかっ

たんですけれども、そういったところが不明瞭だったように感じました。 

  ですので、今後その地域の方が使うというのはもちろんなんですが、例えば継続的に支援し

ていただいている方々とか、別な町民含めて任意団体の皆さんとかが集会所をちょっと利用
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させてほしいと。皆さんと一緒にお茶会なり何なりやりたいなというときに、決まっていな

いと、その支援する側の人たちも困ってしまうかなと思いますので、決まっているのであれ

ば、決まっていますというお答えで結構ですし、今後決めていくのであれば、誰が主体にな

ってどういう基準で決めていくのか。私は、町として一定程度のラインを引いて、「こうい

うふうにしたらどうですか」と提案したほうがいいのかなと思っておりますが、いかがです

か。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 災害公営住宅があって、一般の住宅があって、そこに集会所が１つとい

うこととか、いろいろな調整をしなければいけない案件というのが出てまいりました。具体

にうちの総務課、うちの役場のほうもそちらのほうに入りまして調整役という役割になると

思いますが、いろいろお互いの意見のすり合わせ等含めてやってきた経緯がありますが、な

かなかガイドラインと今お話ありましたように、なかなか決まっていない部分もございます

ので、そこはやはり町としても主体的に入っていかないと、なかなかお互いの利害がちょっ

と違いますので、それこそ費用がかかる問題になってまいりますから、そこは十二分に調整

をしながらというふうに考えてございます。 

○議長（三浦清人君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） 具体的に、今、当課で進めておりますのは、例えば役場のいろいろ

な会議、行事等々で災害公営の集会所を使うときに、例えば50人ぐらいの大規模になります

と、光熱水費等がかかって、ただでさえその維持費の負担が大変だというところで、ほかの

団体に使ったときにそういう経費がかかり増しをするということについて、各課に今照会を

かけております。その全体がどのようになっているかを見ながら、各地区のその使用料のガ

イドラインの参考にしていただきたいと。たたき台は、ある程度町のほうでつくってみたい

なというふうには思っております。 

○議長（三浦清人君） 後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） ネイチャーセンターと、それから高台の住まいの再建についてという

ことで、伺わせていただきました。一般質問は定例議会でしかできませんので、３カ月間に

１回しかできない。年に４回しかできません。その間に、議員としていろいろな方にお話を

聞いて、質問すべきこと、これは別なところで対応すること、さまざまあるかと思うんです

が、議員として町長と、また、その当局の皆さんと建設的に議論をしていくということは、

大変必要なことだと思いますし、そのために一般質問があるんだろうと思っております。 
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  ですので、きょうお伺いしたことをこれで終わりにするのではなくて、何とか無事に乗り切

った、やれやれということではなくて、継続して調査しなければいけないこともありますし、

継続してお互いに考えて知恵を出し合っていかなければいけないことというのもあると思い

ます。その姿勢を町長に最後ご確認させていただいて、私の一般質問を終わりたいと思いま

す。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 私も議会議員を10年ほど務めさせていただきましたので、一般質問は議

会定例会のたびにというわけには後藤議員のようにはまいりませんでした。しかしながら、

結構数多くやったという思いがあります。その中で一番大事なことは、政策をどう提言して

いくのかとか、あるいはあわせてどのように議論を建設的にしていくのかということが、議

員としての資質を高めることにつながっていくというふうに思います。 

  そういった意味におきましては、一番ある意味それぞれのスキルを上げるという意味におき

ましては、一般質問というのは大変いい機会だというふうに思いますので、これからもお互

いにちょうちょうはっし、議論を展開したいと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し

上げて、ゼロゼロ秒になりましたのでやめさせていただきたいと思います。（「終わります」

の声あり） 

○議長（三浦清人君） 以上で、後藤伸太郎君の一般質問を終わります。 

  通告５番倉橋誠司君。質問件名、１ＪＲ気仙沼線について。２バスについて。３八幡川にか

かる橋について。以上、３件について一問一等方式による倉橋誠司君の登壇発言を許します。

２番倉橋誠司君。 

     〔２番 倉橋誠司君 登壇〕 

○２番（倉橋誠司君） では、皆さん、改めましてこんにちは。２番議員の新人でございます倉

橋誠司でございます。ただいま議長のほうから発言の許可をいただきましたので、壇上より

一般質問をさせていただきます。 

  ちょっと私にとっては初めての一般質問ということになりますので、お見苦しい点とかある

かとは思いますが、何とぞご容赦のほどよろしくお願いいたします。 

  昨日、町長の所信表明をお伺いしまして、私も共感できる部分、多々ありました。交流人口

の拡大、それから移住・定住人口の拡大ですね。それとあと、南三陸ブランドの発展とかセ

ールス、こういったもの、私もできる限り協力させていただきたいなと思っております。今

後、南三陸町の発展のために、微力ではございますが、努力していく所存でございますので、
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よろしくお願いいたします。これより、通告５番に従いまして質問させていただきます。 

  １件目はＪＲ気仙沼線について、２件目はバスについて、３件目は八幡川にかかる橋につい

てと、以上３件について質問させていただきます。一問一答方式で質問相手は町長というこ

とでお願いをいたします。 

  では、まず、１件目、ＪＲ気仙沼線についてですね。これは先月、産業フェアというのが行

われまして、私も視察に行きました。ベイサイドアリーナに行ったんですけれども、そこに

小中学生の描いた絵が展示されていました。大体100点ぐらいあったかと思います。その中に、

鉄道の絵を描いた絵が、私数えました。19枚ありました。100件のうち19枚、５人に１人ぐら

いは何か鉄道の絵を描いているということで、彼らですね、将来南三陸町を担うべき小学生、

中学生が鉄道の絵を描いているということは、鉄道を期待しているんじゃないかなというふ

うに思いました。今現在ＢＲＴが走っておりますが、そのＢＲＴとなった経緯ですね。それ

と、今後鉄道の復旧を考えるのかどうか。その辺をお伺いしたいと思います。 

  以上、登壇からの質問とさせていただきます。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） それでは、倉橋議員の１件目のご質問、ＪＲ気仙沼線についてお答えを

させていただきますが、まず、ＢＲＴとなった経緯ということについてお話をさせていただ

きますが、鉄路の全線復旧を当初、当初ですが、鉄路の全線復旧を目指しまして、ＪＲ東日

本との間で平成23年度から幾度となくというか、46回ほど協議をしてございます。重ねてま

いりましたが、平成27年７月の第33回目の協議になりますが、33回目の協議におきまして、

ＪＲ東日本からＢＲＴによる本復旧とする提案がございました。そして、同年の12月25日に、

国土交通省鉄道局主催の第３回の気仙沼線・大船渡線自治体首長会議において、ＪＲ東日本

の提案に対する沿線自治体からの回答として、ＢＲＴによる復旧受け入れを表明したところ

であります。 

  津波で被災した気仙沼線の輸送量は、鉄道事業が成り立つ目安の半分にも満たない状況であ

りましたので、その区間をあえて鉄道により復旧するかどうかは、ＪＲ東日本としても大き

な経営判断が求められたというふうに推測をいたしております。鉄路の復旧におきましては、

被災したルートの復旧でおよそ300億円を要します。安全性の向上を図るための内陸部にルー

トを変更した場合、この復旧にはさらに400億円もの経費を要するとの試算がありました。莫

大な財政負担と膨大な時間を要する鉄路の復旧は、ようやく生活の再建がかなった町民皆様、

何よりこれから町の将来を担う子供たちにさらなる負担を強いることになり、震災からの早
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急な復興が必要な本町にとっては、現実的に困難であると言わざるを得ません。 

  ＢＲＴは、鉄道時代に比べ本数が大幅に増加したことがあって、通学や通院の足として既に

定着をいたしております。今後はこのＢＲＴを本町の基幹公共交通軸に、乗り合いバス等で

きめ細やかな公共交通網を整備いたしまして、安全性、利便性の高い交通環境を実現してま

いりたいと考えておりますので、議員皆様を初め、町民皆様におかれましては、気仙沼線の

路線維持のためにも積極的にＢＲＴをご活用いただきたいというふうにお願いを申し上げた

いと思います。 

○議長（三浦清人君） 倉橋誠司君。 

○２番（倉橋誠司君） ありがとうございます。 

  ＢＲＴの決断ということで、かなり回数を重ねられて協議をされたということでございます

が、ですからＢＲＴ、今決断された際はかなり苦渋の決断だったとか、思います。その決断

に至る際に、そのＪＲとの協議以外にも、住民とかいろいろなこちらの民意を確認されたか

と思います。その状況はいかがでしたでしょうか。住民のほうの反応はいかがでしたでしょ

うか。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） ＢＲＴを受け入れる際に、ここ気仙沼市、それから登米市、それから大

船渡線の関係の陸前高田含め大船渡ですか。そういった首長さんたちといろいろやりとりを

してまいりました。その中で、結果として先ほど申しましたように、自治体負担が莫大な負

担になるということです。基本的にそういった莫大な負担を町あるいは市で負担をするとい

うことについては、正直申し上げまして町の破綻につながるということでございます。当町

で400億というお話の中で、当町の負担額が約100億ということになります。これは当然町と

して負担できる額ではないということは、倉橋議員もとくとご承知だと思います。 

  そういった判断の中でこういう結論を出したということでございますので、ご理解をいただ

きたいということと、それからあわせて、後段のほうについては担当課長から答弁させます。 

○議長（三浦清人君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） ＢＲＴ選択という部分に関しての各地区を小まめに回っての説明会

というような部分については、正直そこまで丁寧に行わなかったということではありますが、

やはりＪＲと国土交通省の見解が分かれた状態の中で、２年、３年とたっていくと。一方で、

今町長申し上げましたように、復興事業がどんどん進んでくるというところのあせりといい

ますか、そういったものがございました。 
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  ただ、さまざまなまちづくり協議会、高台移転部会等々の機会において、そういったその鉄

路よりもまずはＪＲのほうがＢＲＴを走らせたという現実がございますので、まずそれを利

用しようというところで、一定程度のご説明にかえさせていただいたという部分はございま

す。 

○議長（三浦清人君） 倉橋誠司君。 

○２番（倉橋誠司君） 住民への説明がそんなに十分にはできていなかったというふうに理解を

いたしました。私自身も、地域の人から聞いた話なんですけれども、ＢＲＴということの決

断に至る際に、各産業団体、農業団体であるとか、漁業団体とか、そういった産業団体の実

務者が集まった会議があったという、けれどもそれは何か非公開で行われたというようなこ

とを聞いているんですが、それは事実でしょうか。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 基本的には非公開ではないということでお話をさせていただきますが、

それから気仙沼線の思いというのは、私もあります。昭和52年から開通式がありまして、そ

のときに駅前で太鼓をたたいてお迎えしたのは私ですので、そういった思い、いわゆる先人

の皆さん方の思いが詰まった気仙沼線ということについては、私も十二分に理解をしており

ますし、それから倉橋議員がおっしゃったように、子供たちが鉄道の絵を描いたということ

も含めて、やはり町民の皆さんにとって気仙沼線というのは、やはりあるにこしたことはな

いというのは、これは当然の思いだというふうに、それがふだんの生活の中に根づいていた

ということが当然ありましたので、それは当然の思いとして私も受けとめさせていただきま

すが、しかし、現実に復興事業を進める責任のある立場の人間として、そういった思いだけ

で果たしていいのかということは、当然のごとく考えなければいけないわけです。 

  今はちょっとわかりやすいんですが、志津川駅から歌津の方面に向かう際に、我々すぐにこ

れはちょっと難しい、工事がこれでは進まないと思ったのは、八幡川が8.7メートルのバック

堤がかかっています。そうしますと、志津川駅から助作というトンネルがあるんですが、そ

この橋にかかるところはもう既に8.7メートルのバック堤がありますと、鉄道がそこをすっか

り寸断をせざるを得ない。ですから、今はその助作のトンネルというのは、これは全く使っ

ておりません。使っておりませんって、使えない状況なんです。 

  そうすると、何をするかというと、内陸部にルートを変更するしかないんです。内陸部にル

ートを変更するとなると、いわゆる設計から土地の取得から工事からということになると、

これはでき上がるのに20年、30年というスパンがかかってしまいます。ですから、そこは現
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実的に我々としてこの復興事業を進めるに当たって、どういう判断が適正なのかということ

で、今先ほど倉橋議員もおっしゃったように、これは苦渋の判断をせざるを得ないというこ

とでございましたので、これはＢＲＴでいこうというふうな判断をさせていただきましたし、

ＪＲ東日本におきましても、こういったＢＲＴの判断をしたということにおいて、基本的に

はＪＲには大変な配慮をいただきまして、先ほど申しましたように随分と本数もふやしてい

ただいた。ＪＲが独自で利用者の方々にアンケートをとったということがございますが、そ

のＪＲのアンケートをとった際にも、利用している方々にとっては、本数が多くて便利にな

ったというそういうアンケート結果が出たと。利用者ですよ。利用者。そういうことがござ

いましたし、そういうことを踏まえた上で、総合的にこれは鉄路復活というのは非常に難し

いと。そして、ＢＲＴでしっかりと、しかもＢＲＴという路線をちゃんと維持するというこ

とが非常に大事だというふうに思いますので、どうぞひとつその辺はご理解をいただきたい

というふうに思います。 

○議長（三浦清人君） 倉橋誠司君。 

○２番（倉橋誠司君） 鉄路の復旧は難しいということでしたが、難しいということは、可能性

はゼロでないということでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） ゼロかどうかというのを私の口からなかなか申し上げられないのは、も

う１つの理由は、ＪＲ東日本は年間約4,000億の納税を納めている黒字企業です。財務省は、

そういった黒字企業には補助金は出さないという姿勢は当初から全く変わりませんでした。

そうすると、どこから引っ張り出すのということなりますと、財務省は出さない、復興庁は

当然そういう立場にないということになりますと、最終的には地元自治体負担ということの

案が出されました。それが先ほど私がお話ししたように、地元で100億ということになります。 

  ゼロかどうかというのはわからないとお話ししているのは、将来的に国がそのお金を負担し

てくれる可能性があるのであるならば、これは可能性はゼロというふうには言えないという

ふうに思いますが、現実、国の方針、考え方が変わらない以上は、現実に再建をするという

ことについては非常に難しいだろうというふうに認識をせざるを得ないと思います。 

○議長（三浦清人君） 倉橋誠司君。 

○２番（倉橋誠司君） 線路を内陸のほうに移すためにお金がかかるということでも理解しまし

たけれども、例えば石巻線、女川まで開通していますが、海沿いを線路が走っています。あ

れはこちらの南三陸町の考え方でいえば、ちょっと危険な行為をしているというふうに言え
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るのでしょうか。ああいうやり方で、もともとあった線路で鉄道を再開するというのも、で

きないことはないんじゃないでしょうか。いかがでしょう。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただ、女川線も倉橋議員行ったことはあると思いますが、あの女川線は、

基本的に被災したのは駅だけです。女川の駅だけで、それ以外のレールは全て残っておりま

す。ですから、実際にはあそこのレールは被災していません。ですから、女川町が取り組ん

だのは、とにかく駅をつくれば、線路はありますから、それで入ってこられるということで、

女川はそういった決断をしたということですが、うちの場合はご承知のように沿岸線全てレ

ールがなくなりました。そこは大きく違うということはご理解いただきたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 倉橋誠司君。 

○２番（倉橋誠司君） では、ちょっと沿岸線じゃない部分なんですけれども、登米市の柳津駅

から陸前戸倉まで、このあたりは海に面しておりません。被害も少なかったと思います。復

旧させる可能性は大きかったと思うんですけれども、けれども何か今、線路を剥がして柳津

から陸前戸倉までもＢＲＴ専用道でつくり直すということになっているようです。そういっ

た説明会が、私は登米市のほうであったというのを聞いているんですけれども、少人数しか

行っていなかったということを聞いています。10人ぐらいしか行っていなかったと。同じよ

うな説明会は戸倉のほうでもあったというのをまたその後日聞きまして、それも本当にごく

少人数で説明会が行われたというようなことを耳に挟みました。そういった何人ぐらいで行

われたとか、ご存じでしたらお願いします。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 戸倉の説明会については担当課長から説明させますが、陸前戸倉駅で復

活できないかという思いは我々も持っておりました。しかしながら、当然のごとく、あそこ

の駅は内陸のほうに少し移さなければいけないという現実があります。被災しましたのでね。

そうしますと、あそこの工事費、いわゆる土地も含め造成費も含め、それからあそこを２段

にならざるを得ないんですよ。上に線路があって下にバスが、そこのいわゆる工事がかかる

んです。それが復興交付金を使えないんですよ。単費で10億円以上のお金がかかるというこ

とがありまして、果たしてそれだけのお金が町で出せるかという話です。 

  前からちょっとお話ししましたように、気仙沼線の利用人数、非常に低いです。ＪＲになる

前に、国鉄時代に廃止路線になる乗車率、乗車人数が約2,000人と言われておりましたが、震

災前にもう既にうちの町の気仙沼線、うちの町というか、気仙沼線の乗降率がもう1,000人を
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はるかに切っているという状況でございました。ですから、ある意味、昔の国鉄の時代でし

たらば、完全に廃止路線というふうな指定になってもおかしくない利用人数しかいなかった

という現実もございましたので、そういったもろもろの判断があったということでお話をさ

せていただきたいと思うんですけれども、いずれ懇談会については担当課長から説明させま

す。 

○議長（三浦清人君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） 昨年の夏ぐらいに戸倉に出向きまして説明をさせていただきました。

説明というよりも、戸倉の方々のご意見を聞きに行きました。15人ぐらいだったと記憶して

ございます。ＪＲから、戸倉駅以南についての復旧の方法についての提案がございました。

町としてそれを何とか検討をし、ＪＲがどうしてもそういう方向にならざるを得ないという

ことであれば、やむを得ないということで、戸倉の方々にご説明をさせていただいた。それ

が、線路を剥がして舗装してＢＲＴの専用道で南のほうに持っていきたいという報告であり

ました。 

  いろいろなご意見はございました。戸倉と横山方面の当面の対応ということでございました

ので、町内全ての方々ということよりも、まずもっては戸倉地区の方々の意見を聞きましょ

うというところからの開催でありました。鉄道の線路敷がいろいろ荒れていて、草がおがっ

ていたり、さまざまな環境への対応をする声もございましたので、そういったところを町と

してＪＲのほうに声を届けたというのが、今日までの経緯でございます。 

○議長（三浦清人君） 倉橋誠司君。 

○２番（倉橋誠司君） その戸倉での説明会のことなんですけれども、戸倉の住民の方から聞い

たことなんですが、そういった説明会があることをそもそも知らなかったと。それが自治会

長の方でも知らなかったと。あるいは、事業者の飲食店なんかされている方ですけれども、

そういった方でも知らなかったということで、何か知らないうちに説明会が行われて、戸倉

の理解は得られたというようなプロセスだったというふうに聞いております。この点いかが

でしょうか。 

○議長（三浦清人君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） 本件につきましては、その後の議会等においてもご指摘をいただき

ました。ＪＲ側からの提案を受けて、すぐに町として、あれは戸倉の仮設住宅の集会所だっ

たと思いますが、そちらを手配をして、まず各行政区長さん、自治会長さんのほうにポステ

ィングを職員の手で回ったかというふうに記憶してございます。あとは産業団体、それから
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観光協会に携わっている方々等にご連絡をして来ていただいたというところであります。 

○議長（三浦清人君） 倉橋誠司君。 

○２番（倉橋誠司君） では、その説明会のときの議事録とかもあるんでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） 一字一句の議事録とまではいきませんけれども、出されたご意見の

要約した復命記録はあるかと思います。 

○議長（三浦清人君） 倉橋誠司君。 

○２番（倉橋誠司君） では、またちょっと日を改めてそのあたりを私も見せていただきたいな

と思っております。 

  次に、２件目の質問事項についてお願いをいたします。 

  バスについて。 

  町民バスに乗っている人から聞いた話なんですが、アップルタウンのほうに買い物に行って

も、待ち時間で買い物した後数時間費やしてしまうというようなことがあるという話を聞き

ました。これは便数が少ないからそういうことになるのだろうと思うのですけれども、便数

をふやすために運賃を下げるなり、利用者をふやす方向で運賃を下げるという方法もあるか

と思うんですけれども、そういうことでちょっと運賃を下げる、あるいは無償化もあるかな

と思いますが、乗る人をふやして便数をふやす方向で検討してはいかがでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） それでは、２件目のバスの件についてお答えをさせていただきますが、

まず、乗り合いバスの運賃を下げるということについてでありますが、現在、町内を走る乗

り合いバスの運行主体は、町内の民間交通事業者が町との協定に基づきまして11路線で運行

しております。本来であれば、運行経費を営業収益で賄って利益を生むのがバス事業の運営

でありますが、残念ながら採算がとれるということには至っていないのが現実であります。 

  本町の乗り合いバス運行までの経緯につきましては、東日本大震災後、日赤のバスですが、

日本赤十字です。平成24年度末で運行を終了するのに伴いまして、避難生活を余儀なくされ

ております町民皆様の通院や通学、買い物など生活の足を確保するために、町が運行主体と

なり、無料で運行したことに始まります。しかし、一刻も早い復興をなし遂げるため、復興

事業を最優先に取り組まなければならない中で、バスの運行経費が町の財政を圧迫し続ける

状況では、町が長期的にバス運行を維持することは困難であったことから、将来的に持続可

能なバス運行体制を確保するために、平成28年度から有料化へ移行し運行しているところで
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あります。運行事業費は、その多くが国や町の補助、いわゆる税金で負担している状況を鑑

みれば、運賃設定は適切であると認識をいたしております。地域住民にとって欠くことので

きない生活交通は、維持することが何より大切だというふうに思っております。 

  また、利用者増加のために本当に必要な路線を取捨選択して、地域住民のニーズに合った利

便性の高いサービスの提供こそが欠かせない条件となるはずだと思っております。利用者が

ふえない原因が運賃の負担であるならば、住民皆様から応分の負担に対して納得をいただけ

るサービス体制を実現することで、おのずと利用者は増加していくというふうに考えており

ます。このようなことから、まずは利用する住民皆様にバス路線の維持が地域にとってどれ

ほど重要なことであるかを十分に認識をしていただいた上で、今後さらに積極的にバスをご

利用いただきますようにお願いを申し上げたいというように思っています。 

○議長（三浦清人君） 倉橋誠司君。 

○２番（倉橋誠司君） 一応赤字路線ということで、ご苦労があるかと思います。その乗る人を

ふやすという意味で、別の観点からなんですが、観光客の方にもどんどん乗ってもらって、

乗車人数をふやすという方法がとれるかと思います。今のその町民バスという名前が、そも

そも町民のためのバスということで、観光客の方が乗ってもいいのかどうか、そのあたりが

明確になっていないと思います。 

  ですから、ちょっと名前からして町民バスという名前じゃなくて、例えばちょっと僕が考え

たんですけれども、オクトパスバスであるとか、何かそういったちょっとネーミングを考え

たり、あるいはバスの車体も何かちょっと目立つデザインのロゴマークであらわすとか、そ

ういった観光客もどんどん乗ってくださいよというようなバスの運行スタイルにしてはどう

かと。ルートも志津川駅あるいはアップルタウンなんかを中心として四方八方に広がるルー

トじゃなくて、もっと巡回できるような、例えばひころの里に寄った後は今度ハマーレに行

ったりとか、あるいはさんさん商店街に寄ったりとか、いろいろなルート、巡回できるよう

な巡回バス、そういったものをつくって観光客も巻き込みながら乗車人数をふやして経営を

もうちょっとよくするという方法で考えてはどうかなと思うんですが、そういったところは

いかがでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） なかなかおもしろいといいますか、そうだなと思いました。基本的には

別に観光客の方が乗ってだめだということではございませんが、今言ったように町民バスと

いうことになりますと、観光客の方が二の足を踏むというのはご指摘があってなるほどなと
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いうふうに思いながら、今お話をお聞きをいたしておりました。 

  ルートの関係については、また企画課長から答弁させますが、基本的には町の公共交通機関

という考え方でお話をさせていただきますが、基本はいわゆる背骨の部分、これはＢＲＴに

なっていただこうというふうに考えてございます。それから、それぞれの戸倉、それから志

津川、それからベイサイド、それから今度中央駅もできます。それから、歌津駅と、それか

ら港駅と、このそれぞれの駅、駅には町民バスを走らせる。いわゆる肋骨として町民バスを

走らせて、利便性を高めるような行程を組もうというふうに計画をしてございます。ただ、

その循環線というのは果たして可能かどうかにつきましては、ちょっと検討は必要だという

ふうに思いますが、いずれ企画課長のほうから答弁させたいというふうに思います。 

○議長（三浦清人君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） まず、主要な部分につきましては、ただいま町長申し上げましたよ

うに、ＢＲＴの各駅に町民バスが定期的に来られるようなダイヤ改正を、実はことしじゅう

に検討することにしてございます。これは前々から我々も考えていたことなんですけれども、

ただ、ＢＲＴの数のほうが圧倒的に多いものですから、上下線で約40本ございますので、町

民バスも40本というわけにはなかなかいかないため、朝晩のまず利用の多い時間帯にできる

だけＢＲＴの駅、いわゆる拠点に接続ができるように工夫をしようというところで考えてご

ざいますし、あといずれスクールバスがこれも新しいスタイルになりますので、そういう子

供たちもこの町民バス、名前は別としまして、で一緒に乗れるようなそういう仕組みも考え

なければならないと思っております。 

  それと、今、観光拠点を巡回するバスというご提案ですが、それともちょっと近いんですが、

目的別のバスというのを検討できないのかなということで、例えば病院専用とか、あるいは

さんさん、ハマーレの商店街、ウジエですか、そういう買い物目的とか、そういう目的別の

運行ができないのかということも一緒に今、考えております。 

○議長（三浦清人君） 倉橋誠司君。 

○２番（倉橋誠司君） そのあたり、私も共感できると思いますが、これからも前向きにぜひ考

えていただきたいと思いますし、私も私なりの知恵をこれからもお話ししていきたいなとい

うふうに考えております。 

  次に、宮交の高速バスのことについてなんですが、三陸道志津川インターチェンジがことし

の３月に開通して、その際に宮交バスが以前走っていた国道45号線ではなくて、三陸道を通

るようになって、要は戸倉地区を通らなくなったということで、けれども実際三陸道を通っ
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ても、ちょっと登米市をぐるっと回るので大回りになるので、時間が短縮になったといって

も、私の感覚では２分程度短縮になったかなということで、そんなに大きく変わっていない

なというふうに思うんですね。 

  ですから、その志津川インターチェンジができたことによって、戸倉地区のほうではマイナ

スの効果が出たんじゃないかと。志津川インターチェンジができたおかげで、入谷のほうは

プラスになったのかもしれないですけれども、戸倉のほうはマイナスになったというふうに

感じています。 

  この宮交高速バスがルート変更になったことについて、私も観光業で働いておりますが、あ

る日突然、その３月に入って３月１日か２日だったと思います。あしたから来なくなるよと

いうふうなことを聞いた次第で、非常に驚きました。こういったことは宮交バスさんのほう

から何か事前に町に説明なり打診なり、了解を求めるなり、何かそういった話はあったんで

しょうか。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） バスが戸倉地区を通らないということでございますが、今、倉橋議員が

多分２分ぐらいしか変わらないのかなというふうなお話をしてございますが、多分乗客のい

わゆる利便性だと思います。やはり一般道を走りますと、信号もあったりとか、それからさ

まざまな車が横から来たりとかというそういうことがありますが、三陸道につきましてはそ

れが全くないわけでございますので、利用している方々にとっては大変快適に利用できるん

だろうと。宮交バスさんとすればそういうふうな考え方もあって利用していると思いますが、

いずれご質問の町にあったのかということについては、町のほうには今も確認しましたけれ

ども、町のほうには説明はないということです。 

○議長（三浦清人君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） 運行を始めるときに、説明といいますか、相談もなかったんですけ

れども、一方、志津川インター、小森のインターができるときに、町としてはＢＲＴの仮の

志津川駅を十日町の信号のところにつくるので、何とかここにはバスをおりていただけない

でしょうかというお願いはさせていただきました。そのときも、せっかく乗った三陸道をお

りてまたということになると、これは高速ではなくなるというふうに味気ないことを今でも

覚えているんですけれども、しかしながら、気仙沼から出たバスが本当に気仙沼で皆満席に

なるんでしょうかと。少なくとも歌津、志津川で乗るお客さんはいるわけですから、何とか

おりていただけないかというところで、町として最大限努力をしたということでありますの
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で、その結果、戸倉のほうを通らなくなったというのは、これは宮交さんの運行事業という

観点から、我々としてはやむを得ないなというふうに思っております。 

○議長（三浦清人君） 倉橋誠司君。 

○２番（倉橋誠司君） それで、三陸道がこの土曜日、９日に歌津インターが開通するというこ

とで、さらにどんどん、いずれは気仙沼まで延びるということなんでしょうけれども、とな

ると南三陸町ではもう宮交の高速バスは志津川駅と、あるいは歌津駅もとまるかもしれない。

可能性としてはその２つぐらいになるのかなというふうに思っていまして、これは町長もき

のう所信表明でおっしゃられた交流人口拡大とか、そういう意味合いから言えば、ちょっと

都合が悪いんじゃないでしょうか。ですから、何とか三陸道だけじゃなくて、やはり地域の

その足となっている45号線ですね。これは私たちもここにいる皆さん、仕事に来るなり、ど

こか買い物に行くなり、45号線結構使っていらっしゃると思うんですね。三陸道よりもやは

り45号線のほうが、我々の地元のうちだと思いますので、何とか宮交さんも経営の利益を追

求される民間企業でしょうから、そういった面で考えられるんでしょうけれども、やはり南

三陸町としては45号線を通っていただくという方向でちょっとお話を持っていくべきじゃな

いでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 倉橋議員はとくと宮交さんが民間事業者だということを十二分に承知の

上でのご質問だというふうに受けとめさせていただきますが、やはり宮交さんとすれば、先

ほど言いましたように、宮交さんがうちのほうに説明というのはほとんどないですから。今

回も今お話ししたように説明も全くありません。そういう状況の中で、今度は我々も懸念し

ているのは、どんどん三陸道が北へ、北へと進んでまいります。今年度、この９日に歌津イ

ンターができて、来年度中には今度は港インターチェンジまで進むということになります。

そうしますと、果たしてそもそも宮交さんが南三陸そのものにバスをおろすのかということ

の懸念材料がございます。そこは我々としてもこれは避けたいというふうな思いがございま

すので、そこはお話をさせていただきたいと思います。 

  ただ、45号線を走るかということについては、基本的にはお話はさせていただきますが、こ

れはあとは最終的には宮交という会社がどのように判断するかということにかかっていると

思いますので、そこはひとつご理解をお願いしたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 倉橋誠司君。 

○２番（倉橋誠司君） 民間企業ですので、宮交さんの最終的な経営判断になると思いますが、
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我々地元としましては、やはり来てくださいよということでアピールしていく、そういう姿

勢は持ち続けるべきだと思います。 

  次に、きのうお話ありました登米路線のバスが、一定の役割を終えてこの３月で終了になる

ということでしたですけれども、これもある人から聞いた話なんですが、登米路線のバスを

利用して、登米の病院へ通院されている人が、少数なんでしょうけれどもいらっしゃるよう

で、このあたり実態は把握されていますでしょうか。もし、そういった通院目的で利用され

ている方がいるというのであれば、何らかのその理由があると思うんですね。お医者さんと

の相性がいいとか、あるいは専門的な治療を受けに行っていらっしゃるのかとか、何か事情

があってわざわざ登米の病院まで行っていらっしゃるんだろうと思うんですけれども、把握

されているならちょっとそのバスがなくなるよということで、今度南三陸病院のほうでそう

いった治療、通院を変更してもらうようにお願いをする必要があるかと思いますし、もし把

握されていないようでしたら、ちょっと運行事業者さんに聞いていただいたほうがいいのか

なというふうに思っております。このあたり、いかがでしょうか。把握されていますでしょ

うか。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 今の通院の関係ですが、これは明らかに患者さんと先生のこれは信頼関

係だと思っております。この先生、昔は公立志津川病院にお勤めになっていまして、その後、

米山の病院のほうに移って、そのときも南三陸からその先生を慕って随分車で皆さん通いに

なっていました。その後に南三陸町に開業していただきました。この震災で全て病院が壊滅

ということになりまして、震災後、うちのベイサイドアリーナ、最初は志津川小学校で避難

した町民の皆さんに手当てをしていただいたり、その後はこちらのほうに仮設の病院ができ

た際にもお手伝いをいただいたんですが、そのときから自分でもう一回民間医療機関として

再開をしたいということで、登米市のほうに再開をしたわけでございますが、私何を言いた

いかというのは、いわゆるその先生のために、町民バスを走らせるというわけには、これは

判断としてはなかなか難しいというふうに私は思います。 

  なぜ先に前座の話をしたかというのは、震災前もその先生のところには皆さん、車で自分た

ちで通っていた経緯がありますので、それを町として判断としてやってしまうと、じゃどこ

の病院に、どこの病院に、みんなそれぞれうちのバスを使ってお送りしなければいけないと

いう現実が出てまいりますので、ここはあとは今倉橋議員が具体的なお話をしたように、南

三陸病院のほうに、こちらに病院、立派な病院がありますので、それは今まで通っていた先
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生と、なかなかなじみがない先生に今度かかるわけですが、こちらのほうに誘導させていた

だいて、こちらの病院に通っていただくというふうにしたほうが、私とすればいいのかなと

いうふうに思ってございます。 

  なお、実態の問題については企画課長から答弁させます。 

○議長（三浦清人君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） 志津川出身の先生のところに通っておられる10名前後というところ

であります。もっと早く実は登米市へのバスについてはお示しをする予定だったんですが、

やはり南方仮設住宅に来年３月いっぱいまででなくなるということが、本当に確実なのかと

いうところをぎりぎりまで把握を、確認をするというところで、今回のご報告とさせていた

だいたところであります。 

  実は夕べ、南方仮設に行ってまいりましたし、また、近々その先生の病院のほうを訪問しま

して、内容をご説明しながら、先生のほうから南三陸病院のほうにどうですかということで

はなくて、震災によって特別に走っていたバスですが、一定の目的を達したので、先生のほ

うからもさまざまご助言をお願いしたいというようなことでお話に行ってくる予定です。 

○議長（三浦清人君） 倉橋誠司君。 

○２番（倉橋誠司君） そういった感じで利用されている方がいらっしゃるということであれば、

きめ細かい対応をぜひされていただきたいと思います。 

  あと、次にかわりまして今度、モアイバスというものがありますけれども、私もこれ、なか

なか感心してはホームページのほうで拝見させていただいたんですけれども、けれども何か

余り稼働していないような感じがしているんですけれども、これは現状どんな状況なんでし

ょうか、今のところ。 

○議長（三浦清人君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（三浦勝美君） モアイバスについて、利用状況についてご報告させていただき

ます。 

  モアイバスについては、社会教育団体を初め、町内の団体の皆様に生涯学習活動の部分で活

用していただいているところであります。主に土日とか多かったり、あとは高校生の部活動

の利用だったりが現状であります。大体月に10件ぐらいになるのが大体の相場になっており

ます。以上でございます。 

○議長（三浦清人君） 倉橋誠司君。 

○２番（倉橋誠司君） では、月のうち３分の１ぐらいは稼働しているということだと思います。
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その利用されている方は、大体今おっしゃった関係の方にもう限られているということでし

ょうか。それとも、これからもっと周知していろいろな方に利用していただけるように促し

ていくということはどうでしょうか。いかがでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） このモアイバスについては、多分ご承知だと思いますが、これは志津川

高等学校の情報ビジネス科の子供たちが震災後に缶バッジをつくったり、その販売をして、

その益金を全てためて600万円、町のほうにご寄附をいただきました。その目的が何かという

と、やはり震災前だったら「いしゃりくん」というバスがありまして、それを復活させたい

というのが子供たちの思いでございました。子供たちじゃないな、生徒たちだな。その生徒

たちの思いがこもったバスでございますので、そういった観点から考えても、あのバス、こ

れはやはり利用したほうがいいと私は思っておりますし、ちょっと若干見直しもしてきてい

るんです。利用時間帯のことも含めて、何時から何時までといっても、基本的に向こうで、

例えば仙台で大会があるときに、８時以降しか使えないとか、８時過ぎじゃないとだめだと

いうと、仙台に10時前に９時に着かなきゃいけないときに、そんな８時といったらちょっと

無理だよなと。そうしたら、トータル的に８時間使って、朝早く行ったら夕方早目に帰って

くるとか、そういうふうな運用の仕方をしながら、多くの方々に非常に使っていただきたい

というふうな思いは私は思ってございまして、そのように担当課には言っているんです。そ

の辺はあとちょっと担当課から補足で説明させたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（三浦勝美君） ただいま町長が申し上げたとおり、利用時間については、運転

手の体調とかも、そのガイドラインとかも含めてできるだけ８時間をちょっと超えるぐらい

の部分では対応させていただいておるところであります。 

  それから、利用者については、あくまで町民の方々のために利用していただいているという

のが現状であります。以上でございます。 

○議長（三浦清人君） 倉橋誠司君。 

○２番（倉橋誠司君） ありがとうございます。ぜひ有効活用できるように進めていければと私

も考えております。 

  次に、３件目ですが、八幡川にかかる橋について。 

  志津川市街地（低地部）のイメージ図というのがありまして、私ちょっと今手元に持ってお

りますが、このイメージ図がございまして、これを見ると、戸倉方面から八幡川を結ぶ橋の
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うち、車で通れるいわゆる車道橋、これは国道45号線だけというふうに読み取れます。有事

の際とか、有事の際の避難道、あるいは事故なんかが起こった際の迂回路として、この下流

部に人道橋、人が通る橋が描かれているんですけれども、この橋はぜひ車が通れる橋にちょ

っと見直しをして変更すべきじゃないでしょうか。いかがでしょう。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） それでは、３点目になりますが、八幡川にかかる橋についてお答えをさ

せていただきますが、有事の際の避難道として下流部にかける橋は少なくとも車道橋にすべ

きとのご質問と受けとめさせていただいて、有事の際というご質問の趣旨から、八幡川の下

流域の低地部における津波災害の対応としてお答えをさせていただきます。 

  現在、志津川市街地八幡川下流域の橋梁は、車両通行可能な橋が工事中を含め４カ所設置さ

れておりますが、復旧は車道橋として志中大橋、八幡橋、汐見橋の３橋、人道橋としては、

仲橋と港橋で２橋を整備する予定としておりましたが、このうち人道橋の今お話ありました

港橋につきましては、事業費の問題などから検討の結果、復旧しない方針を決定したという

ところであります。 

  南三陸町地域防災計画におきましては、地震・津波発生時には家屋の倒壊、落下物、道路の

損傷、渋滞、交通事故などの発生の恐れがあることから、地震発生時の避難は、避難場所ま

でに距離があり、津波からの避難するためにやむを得ず車を使用しなければならない場合、

その他の特別の事情がある場合を除き、原則徒歩による避難としております。また、昨年11

月に発生いたしました福島県沖を震源とする地震に伴う津波災害による課題等を踏まえ、こ

とし10月に改定をされました宮城県津波対策ガイドラインでは、避難をする方向は津波の進

行方向と同方向ということになっております。高台等の緊急避難場所に向けて直線的に避難

をすること、海沿い、川沿いの道路は原則として避難道路として利用しないということが示

されておりまして、避難行動要支援者等、やむを得ず車での避難が必要な場合であっても、

河川橋梁の使用は極力回避をするということが示されております。 

  以上のことを踏まえますと、この地域における地震・津波発生時の避難の方向及び初動とし

て目指すべき避難先は、八幡川の西側については志津川高校、八幡川東については志津川中

学校または志津川小学校へそれぞれ直線的に徒歩避難することが有効と考えております。ま

た、仮に車両等により橋を渡って避難するような状況が発生した場合においても、八幡川に

は建設中の汐見橋を含め３つの車道橋があることから、避難に必要な経路は確保されており

まして、危機管理の観点から、改めて八幡川下流域に車道橋を追加整備する必要については



 １３１ 

ないものというふうに考えております。 

○議長（三浦清人君） 倉橋誠司君。 

○２番（倉橋誠司君） ありがとうございます。今、３つの車道橋とお伺いしましたが、この45

号線と、それから398号線と、あともう１つの橋はどちら、どのあたり。この図面には載っか

っていないところ。もっと上の奥のほう。はい。わかりました。 

  有事の際、そういったご事情があるということなんでしょうけれども、例えば車が事故を起

こしたとか、そういった場合の迂回路としては、これどうなるんでしょうか。例えば45号線

の橋の上で車が事故を起こした。そういった場合、後続の車はどういったルートで迂回する

ということになるんでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） これは倉橋議員も多分ご承知ないことだと思いますが、震災後に国道の

整備をするという際に、復興庁、国土交通省から打ち出された方向は、国道45号線、幅広く

つくってございます。したがいまして、震災あった際に、地震災害とかあった際に、車を端

のほうに寄せて、それでも交互通行できるぐらいの幅広く道路をつくるということが震災後

に決まっておりました。したがって、今の国道45号線はそのようなつくりになってございま

すので、いざ災害のときに車をそのままその場所に残しても渋滞が起きるというようなこと

はないような設計、そのようになってございますので、ご理解いただきたいというふうに思

います。 

○議長（三浦清人君） 倉橋誠司君。 

○２番（倉橋誠司君） では、あの道路の幅員が広いということで、例えば三陸道が通っていま

すけれども、あの三陸道並みの幅員があるという理解でよろしいんでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 一般国道、現在の国道ですけれども、８メートルの幅員となってご

ざいまして、２車線ということで、現在進めておりますのが、12メートルにするということ

で、約４メートルほど広くなってございます。大型車の幅は2.5メートルでございますので、

車３台並べても十分対応できるという幅員でございます。 

○議長（三浦清人君） 倉橋誠司君。 

○２番（倉橋誠司君） どうもありがとうございました。 

  一応３点、私のほうから質問させていただきました。私、観光業のほうで働いてはおるんで

すけれども、私もちょっと外国人を南三陸町に誘致するインバウンド対応なんかに今日々対
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応しているわけですけれども、実はある日、フランス人の方なんですけれども、わざわざフ

ランスから南三陸町まで来ていただいたんですけれども、普通にＪＲが来ているという感覚

で来られて、前谷地からＢＲＴ、バスになっちゃったと。志津川駅で一応ＢＲＴをおりたん

ですけれども、そこから黒崎までスーツケースを引っ張って１時間ちょっとかけて歩いてき

たというちょっと話を聞きまして、非常にそういった外国人にとって来にくい環境であると

いうふうに思いました。 

  そのフランス人ほどでもないんですけれども、アメリカ人のカップルなんかは、陸前戸倉駅

でおりてくれたんですけれども、陸前戸倉駅からやはりスーツケースを転がして黒崎のほう

までやってきたということで、本当に外国人にとってわかりにくいアクセス、日本人でもち

ょっと来るのが大変な人いるのですけれども、外国人にとってはスーツケースなんかを持っ

てＢＲＴに乗って、右、左、スーツケースが揺らされたりとか、非常に乗り心地も余りよろ

しくないようなことを言っておりますので、そういった南三陸町もこれからインバウンドを

いろいろとやろうとしていらっしゃると思いますけれども、やはり外国人にとって魅力のあ

る、来やすい、居心地のいいまちづくりをしていくべきだというふうに思っています。 

  私もそれなりにこれから今後ともそのあたりご協力させていただこうと思っておりますので、

ちょっと最後にその辺の外国人対応について、今後何かアイデアがあるとか、ないとか、何

かこういった計画がありますよというようなことがあれば、お聞かせいただきたいと思いま

す。以上でございます。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 観光の分野においては、倉橋議員は現場でいろいろな見聞きをしている。

そういった意味での今、ケースについてお話をいただいたということでございますが、ただ、

そういったインバウンドを含め、インバウンドならずですが、国内外からおいでになってい

る方々にやはり来やすい環境を整えるというということについては、これは町としての大き

な責務、仕事だというふうに思っておりますが、そういった中にありまして、これからもさ

まざまな課題を乗り越えながら、我々対応していかなきゃいけない部分ございますので、こ

れからいろいろその倉橋議員からもお話あったように、これからもいろいろ問題等があろう

かと思いますので、どうぞ我々に対しましてその辺の指導方いただきますようにご協力いた

だきながらやっていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいという

ふうに思います。 

○議長（三浦清人君） 以上で、倉橋誠司君の一般質問を終わります。 
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  お諮りいたします。本日はこれにて延会することとしたいと思いますが、ご異議ありません

か。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦清人君） 異議なしと認めます。よって、本日は議事の関係上、これにて延会する

こととし、明８日午前10時より本会議を開き、本日の議事を継続することといたします。 

  本日はこれをもって延会といたします。 

     午後３時５０分  延会 


